
もっと詳しく！

【本人確認書類の例】 例１ マイナンバーカード
例２ 通知カード（注1） ＋ 運転免許証、公的医療保険の被保険者証（注2） など

贈与税の申告書には、

マイナンバーカードを利用して、ご自宅等のパソコンから e-Tax で送信する場合は、本人確認

書類を別途送付する必要はありません！

令和３年分

贈与税の申告のしかた

詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞について」
【https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm】をご覧ください。

贈与税の申告書には、「マイナンバー」の記載が必要です！

税務署 この社会あなたの税がいきている

作成方法の概要や入力例は、15ページ以降をご覧ください。

申告書は、「国税庁ホームページ」で作成できます！

● この冊子は、一般的な事項を説明しています。目 次 は、次ページをご覧ください。

申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

● 令和３年分の贈与税の申告書の受付は、令和４年２月１日(火)から同年３月 日(火)までです。

● 令和３年分の贈与税の納期限は、令和４年３月15

15

日(火)です。

「国税庁ホームページ」
へアクセス
ご自宅等のパソコンから、
「確定申告」

で検索。

申告書を作成
「確定申告書等作成コーナー」の
画面の案内に従って

金額など
を入力。

申告書を提出
国税庁ホームページで
作成した申告書を

e-Tax又は書面
で提出。

詳しくは、６ページをご覧ください。

確定申告 検索

（注）1　「通知カード」は、その記載事項（氏名・住所など）に変更がない場合、又は正しく変更手続が取
られている場合に限り、確認書類として利用できます。

2　保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない程度にマスキング（塗りつぶし）をお願
いします。

が必要です。

本人確認書類の提示又は写しの添付

申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載

する欄を設けており、申告をされる方（財産の

贈与を受けた方）のマイナンバーの記載が必要

です。

マイナンバー（12 桁）の記載

マイナンバーを記載した申告書を提出する際に

は、申告をされる方（財産の贈与を受けた方）の本

人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

① ② ③
申告書は「国税庁ホームページ」で作成・送信 できます

パソコンの画面に表示される２次元バーコードをスマートフォンで読み取る方法で、
ICカードリーダライタがなくても、マイナンバーカードを利⽤して、ご⾃宅のパソコンから
e-Tax送信ができるようになりました。

での送信が より便利に なりました （令和４年１月~）

確定申告 検索

２次元バーコードを使ったマイナンバーカードの読み取り手順

作成方法の概要や入力例は、●ページ以降をご覧ください。

アプリの起動 ２次元バーコードの読み取り マイナンバーカードの読み取り

（書面でも提出できます。）

「国税庁ホームページ」 へ
アクセス ⾦額などを⼊⼒

「確定申告書等作成コーナー」で で送信

スマートフォンで、マイナポータル
アプリを起動。

マイナポータルアプリの２次元
バーコード読取機能を使って、
パソコンの画面に表示された
２次元バーコードを読み取る。

スマートフォンに表示される画面の
案内に沿って、 スマートフォンで
マイナンバーカードを読み取る。
マイナンバーカード読取対応のスマート
フォンが必要です。

事前にスマートフォンへアプリを
ダウンロードしておく必要があります。

作成方法の概要や入力例は、15ページ以降をご覧ください。

表紙の下



   
 

 

 は に 

１ 贈与税の概要 

(1) 暦年課税

(2) 相続時精算課税

２ 贈与税の申告書の提出期間と提出先

３ 贈与税の申告書の種類  

４ マイナンバー（個人番号）の記載等について  

５ 贈与税の納付

６ 贈与税の申告に誤りがある場合  

７ 参考 

(1) 贈与税の納税義務者及び納税義務の範囲の概要 

(2) 贈与税の課税財産

(3) 信託に関する権利等の贈与

(4) 贈与財産の評価  
 

 申告書の作成 等   

1  「国税庁ホームページ」を利用した申告書の作成  

2 贈与税の申告書の書きかた

3 申告書の作成例  

【事 １】暦年課税（特例税率）を適用する場合  

【事 ２】暦年課税（一般税率及び特例税率）を適用する場合  

【事 】贈与税の配偶者控除の特例（暦年課税）を適用する場合  

≪贈与税の の のチェックシート・添付書類≫  

【事 】相続時精算課税を適用する場合 

≪相続時精算課税を選択する場合のチェックシート・添付書類≫  

【事 】住宅取得等資金の非課税を適用し暦年課税を選択する場合

【事 】住宅取得等資金の非課税と住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税 

選択の特例を適用する場合 

○

○

○

 住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分

≪  課税のチェックシート・添付書類≫

≪  与 合の相続時精算課税選択の のチェックシート・添付書類≫

農地等についての納税猶予及び免除の特例（暦年課税）を適用する場合
 
 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例を適用し暦年課税を選択する場合
 

 の 要等  

１ 贈与税の配偶者控除の特例

２ 住宅取得等資金の非課税

３ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例

４ 震災に係る住宅取得等資金の非課税

５ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（教育資金の非課税）  

６ 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（結婚・子育て資金の非課税）  

７ 農地等についての納税猶予及び免除の特例 

８ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等

９

10  災害により被害を受けた場合 

【参考】贈与税（暦年課税）の税額の計算明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
相続時精算課税選択届出書（様式）

本人確認書類（写）添付台紙（様式）
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　次に掲げる事例に関する申告書の作成例や提出書類チェックシートなどは、国税庁ホームページに掲載し

ています。
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財産の

 2,500

年までに特別 除額を 用した場合

には、2,500 ら に 用した額を

除した 額 特別 除額となります。

特別 除額を えた に対して、

の   
を適用して計 します。

贈与者 くなった の相 の計 上、

相 財産の価額に相 を適用し

た贈与財産の価額（贈与 の 価）を加

して相 額を計 します。 

その 、 に 付した贈与 相当額を相

額 ら 除します。な 、 除しきれ

ない金額は還付されます。

財産の

110

除 の 価 に対して、贈

与者と受贈者との 柄及び受贈者の年

齢に 、

を適用して計 します。

である贈与者 ら財産の贈与を受

け、 つ、受贈者 贈与の年の に い

て 20 上である場合には、「特例 」を適

用して計 します。

また、「特例 」の適用 ない財産につい

ては、「 」を適用して計 します。

上記 を適用した贈与 額の計 方 な

ど、 しくは を ください。

贈与者 くなった の相 の計 上、原

として、相 財産の価額に贈与財産の価額を

加 する はありません。 

ただし、相 年 内に贈与を受けた

財産の価額（贈与 の 価）は加 しなければ

なりません。

その 、 に 付した贈与 額を相 額

ら 除します。な 、 除しきれない金額は還

付されません。 

1

　「相 」を すると、その

に係る贈与者 ら贈与を受ける財産について

は、その をした年 て「相

」 適用され、「 年 」へ する

ことはできません。



2

の 要

年 ら 年 12 31 までの 年 に財産の贈与（ らの贈与を除き

ます。）を受けた は、その贈与を受けた財産について、 に る に て贈与 の 告

をしなければなりません。 

用

（注） のない社 や財 又は の定 のない は とみなされて贈与 ること あります。この

場合の贈与 額の計 方 等については、この「贈与 の 告のし た」の 明と なる ありますので、

しくは に ください。 

要

年 に贈与を受けた財産の価額の合計額（ 年 に 上の ら贈与を受けた場

合又は ら 上に たり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価

額の合計額）を に贈与 額を計 する方式です。 

用

（ や など） の贈与者 ら財産の贈与を受けた場合や受贈者 贈与

の年の に いて 20 である場合には、「 」を適用して贈与 額を計

します。この「 」の適用 ある財産を 財産 といいます。

財産の 、 、 の の

20 、 用し し この「特例

」の適用 ある財産を 財産 といいます。

の 用 の

「特例 」の適用を受ける場合で、 の 又は のい れ に 当するときは、贈与 の

告書とともに、財産の贈与を受けた （受贈者）の の 又は その他の書 でその

の 名、生年 及びその 贈与者の に 当することを証する書 を 出する

あります。ただし、 の年 に いて 贈与者 らの贈与について「特例 」の適

用を受けるた に当 書 を 出している場合には、 告書 の「 の贈与 の 告

」欄に、その 出した年 及び 名を記入すれば、当 書 を て 出する はあ

りません。 

「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額 ら 除額（110 ）

を差し引いた の 価 3 0 を えるとき 

「 贈与財産」と「特例贈与財産」の 方の贈与を受けた場合で、その 方の財産の価

額の合計額 ら 除額（110 ）を差し引いた の 価 300 を えるとき 

「 贈与財産」について配偶者 除の特例（ 1 参 ）の適用を受ける場合には、

除額（11 ）と配偶者 除額を差し引いた の 価 となります。 

用 、 の た財産の の

の た財産の の 、

の 要

　 年 に贈与を受けた財産の価額の合計額（ 価 ） ら 0 を 除

した 額（ 除 の 価 ）について、贈与者と受贈者との 柄及び受贈者の年齢に

て、 の「贈与 の 」により 又は のい れ を適用

して贈与 額を計 します。
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財産用

財産用

財産 の の た
STEP 年 に贈与を受けた特例贈与財産の価額の合計額（ 価 ）を計 します。

STEP 価 ら 除額（110 ）を 除した 額（ 除 の 価 ）につい

て 記の （特例贈与財産用） により贈与 額を計 します。
       

財産 1 財産 4 の の た
STEP 年 に贈与を受けた 贈与財産の価額 と特例贈与財産の価額の合計額（合計贈与

価額）を計 します。  

  

STEP 合計贈与価額 ら 除額（110 ）を 除した 額（ 除 の 価 ）につ
いて 記の （ 贈与財産用） により計 した金額に、 贈与財産の価額 合
計贈与価額のう に る 合を て、 贈与財産に対 する贈与 額を計 します。

  財産の 財産
3   ×       6   

    
STEP  STEP と に、合計贈与価額 ら 除額（110 ）を 除した 額（ 除

の 価 ）について 記の （特例贈与財産用） により計 した金額に、特例
贈与財産の価額 合計贈与価額のう に る 合を て、特例贈与財産に対 する贈
与 額を計 します。

          

STEP STEP と STEP で 出した 額を合計し、贈与 額を計 します。

除

の 価

2,000

 

3,000

 

4,000

 

6,000

 

1 ,000

 

1 ,000

 

30,000

 

30,000

 

1 1  20 30 40

除額（ ） 100  2 0  6 0 1 2 0 1 0 2 00  4,000

除

の 価

2,000

 

4,000

 

6,000

 

1 ,000

 

1 ,000

 

30,000

 

,000

 

,000

 

特 例 1 1  20 30 40

除額（特例 ） 100  300  900 1 00 2,6 0 1 0  6,400
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の 27 分 用

「 贈与財産」について、配偶者 除の特例（ 1 参 ）の適用を受ける場合
には、配偶者 除額を 除した金額となります。

の た 、71、 の の の 細

用
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し

要

特定の贈与者 ら贈与を受けた財産について 年 に えて相 を した場

合には、その贈与者 ら 年 に贈与を受けた財産（「相 適用財産」といいます。）

の価額の合計額を に贈与 額を計 し、 その贈与者 くなった にその相

適用財産の価額（贈与 の 価）と相 又は 贈を受けた財産の価額（相 の 価）の合

計額を に計 した相 額 ら、 に 付した相 適用財産に係る贈与 相当額

を 除した金額をもって 付す き相 額とする方式です（その 除により 除しきれない

金額 ある場合には、相 の 告をすることにより還付を受けること できます。）。

この方式は、贈与者 とに すること できます。

この方式を した場合には、その に係る贈与者 ら贈与を受ける財産については、そ

の をした年 て相 適用され、 年 への はできません。
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を 除した金額をもって 付す き相 額とする方式です（その 除により 除しきれない

金額 ある場合には、相 の 告をすることにより還付を受けること できます。）。

この方式は、贈与者 とに すること できます。
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の とは、 の 又は に る金額のう い れ 低い金額

をいいます。

 2,500 年までにこの相 の特 を 合には、2,500

贈与者
贈与をした年の に いて 60 分の 、

の （ など）であること。

贈与を けた年の に いて 20 分の 、

で、 つ、贈与 けた に いて贈与者の （

ど）で 定相 又は であること。

（注）

3 となる 、 た その贈与者の 定相 と

なった場合に 相 となった より にその贈与者 ら贈 た財 ては、相

4 その贈与

1　「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用を受ける場合には、贈与

者 贈与をした年の に いて の であっても相 の適用を受けること

できます（ 2 参 ）。

2　「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」又は「 の事業用資産についての贈

与 の 及び 除」の適用を受ける場合には、受贈者 上記 の （贈与を受けた年の

に いて2 上の に ります。）であっても相 の適用を受けること できます

（ 、 参 ）。

者 ） ったことにより、贈与 た でその贈与者の とな

相

、

参 ）に （ 参 ）を の

、 及び （

参 ）とともに

な 、 の の

、 （（注） ）

（注）1 上記の 出書は、その 出に る贈与者 ら た て 年 の贈与

の 告に いて相 の けている場合には 出する はありませ

（41 の「添付書 」に る書 も です。）。

2 年 の贈与 の 告に いて相 の適用を受けている であっても、その

用 る贈与者 ら た て、 相 を うと

する場合は、

3 

4 相 の適用を受けようとしていた 相 出書を 出する に

などは、この「贈

相 を した贈与者 とに、 年 に贈与を けた相 用財

の合計額（ ） ら 除した に 20 の

て贈与 額を計 します。

（注） 1 、

2 

41

3

　上記の手 は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」（ 2 参 ）、

「 上場株式等についての贈与 の の特例 の適用を受ける場合の相 適用者の

特例」（ 参 ）又は「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除の適用を受ける場

合の相 適用者の特例」（ 参 ）の適用を受ける場合にも となります。

、

で される 、 に ください。
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の の

年 の贈与 の 告書の受付は、

贈与 の 告書は、受贈者の住 地の に 出しなければなりません。

の （土・ ・ 等）は、通常、 での相 及び 告書の受付は って

りませんので 注 ください。ただし、 の では 20 と 27 に

り でも、 告の相 及び 告書の受付を います。

しくは、 で される 、 りの に

ください。

（注）

2 又は信書 で 付する場合、通信 付 により された を 出 とみなします。この 付 告

書の 出期 内となるよう、 に 付ください。 

3 「信書 」とは、 事業者による信書の に関する に 定する 信書 事業者又は特定信書

事業者による信書 をいいます。 

4

1

の の種類

贈与 の 告書には、「 （ 贈与 の額の計 明細書）」、「 の （住宅取得等資金の

の計 明細書）」と「 （相 の計 明細書）」など あります。 用する贈

与 の 告書については、 の のと りとなっています。

な 、 告書とともに 出することとされている添付書 について する書 ある場合に

は、 て 出する はありません。

告 の 内 容 用する 告書 

年 のみを 告する

相 のみを 告する と

年 と相 の 方を 告する と

住宅取得等資金の 」（ 1 参 ）と 年 を 告する と の

住宅取得等資金の 」（ 1 参 ）と相 を 告する
と の と

(注)1 の は、 に記載できる贈与者は ですので、贈与者 上の場合には を 用する

ことになります。 

2

3　特例の適用に当たって 記事 証明書の添付 となるものについては、 告書に 動産 号等を記入

 することにより、その添付を すること できます。また、 告書に 動産 号を書ききれないときは、

 別途「取得した 動産に係る 動産 号等の明細書（相 ・贈与 用）」（

に 載）を 用すること できます。

は、特定贈与者（相 出書に係る贈与者をいいます。 です。） とに作

するた 、特定贈与者 いる場合には、その の を 用することになります。

(注 1 書 の しを添付する場合には、「 書 （ ）添付 紙」（ 参 ）などに って、

出してください。 

2 自宅等の ら e-Taxで 信する場合は、 書 を別途 付する はありません。 

の記載等

　 告書は、 （電 告）で 出（ 信）する 、 や信書 による 付又は の

受 へ投 する方 により 出すること できます。

　 告書の 出期 に れて 告と をした場合には、原 として加 及び りますので

注 ください。な 、 その他や を得ない によって、 出期 までに 告、 付等 できないとき

は、 告、 付等の期 の あります。 しくは を参 してください。

　 の「 定 告書等作 」で作 した 告書は、 と

取対 の （又は ）を用 すれば、 を利用して

出できます。また、事 に で手 していただければ、 と

取対 の （又は ）を でない方でも、 を 利用できます。

な 、 して 等により 出することもできます。 しくは、

を ください。

　贈与 の 告書を 出する には、 出の 、 （ 号）の記載 です。

　また、 を記載した 告書を 出する は、 で （ 号 と 元

）を うた 、 告をされる方（受贈者）の 書 （ 参 ）の 又は しの添

付 となります。
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２ 贈与税の申告書の提出期間と提出先

令和３年分の贈与税の申告書の受付は、

贈与税の申告書は、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行って

おりませんのでご注意ください。ただし、一部の税務署では２月 20 日（日）と２月 27 日（日）に限

り日曜日でも、申告の相談及び申告書の受付を行います。

詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で確認されるか、最寄りの税務署に

お尋ねください。

（注）

2 郵便又は信書便で送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします。この日付が申告

書の提出期間内となるよう、お早めにご送付ください。 

3 「信書便」とは、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書

便事業者による信書便をいいます。 

4

1

３ 贈与税の申告書の種類

贈与税の申告書には、「第一表（兼贈与税の額の計算明細書）」、「第一表の二（住宅取得等資金の

非課税の計算明細書）」と「第二表（相続時精算課税の計算明細書）」などがあります。使用する贈

与税の申告書については、次の表のとおりとなっています。

なお、申告書とともに提出することとされている添付書類について重複する書類がある場合に

は、重ねて提出する必要はありません。

申 告 の 内 容 使用する申告書 

暦年課税のみを申告する人 第一表

相続時精算課税のみを申告する人 第一表と第二表

暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する人 第一表と第二表

「住宅取得等資金の非課税」（61ページ参照）と暦年課税を申告する人 第一表と第一表の二

「住宅取得等資金の非課税」（61ページ参照）と相続時精算課税を申告する人
第一表と第一表の二と

第二表

(注)1 第一表の二は、１枚に記載できる贈与者は２人ですので、贈与者が３人以上の場合には複数枚を使用する

ことになります。 

2

3　特例の適用に当たって登記事項証明書の添付が必要となるものについては、申告書に不動産番号等を記入

 することにより、その添付を省略することができます。また、申告書に不動産番号を書ききれないときは、

 別途「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書（相続税・贈与税用）」（国税庁ホームページ【https://

 www.nta.go.jp】に掲載）を使用することができます。

第二表は、特定贈与者（相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。以下同じです。）ごとに作

成するため、特定贈与者が複数いる場合には、その人数分の枚数を使用することになります。

(注)1 本人確認書類の写しを添付する場合には、「本人確認書類（写）添付台紙」（75ページ参照）などに貼って、

提出してください。 

2 ご自宅等のパソコンから e-Taxで送信する場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません。 

４ マイナンバー（個人番号）の記載等について

令和４年２月１日（火）から令和４年３月 15 日（火）までです。

　申告書は、e-Tax（電子申告）で提出（送信）するほか、郵便や信書便による送付又は税務署の

時間外収受箱へ投函する方法により提出することができます。

　申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご

注意ください。なお、災害その他やむを得ない理由によって、提出期限までに申告、納付等ができないとき

は、申告、納付等の期限の延長制度があります。詳しくは70ページを参照してください。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、マイナンバーカードとマイナ

ンバーカード読取対応のスマートフォン（又はＩＣカードリーダライタ）を用意すれば、e-Tax を利用して

提出できます。また、事前に税務署で手続していただければ、マイナンバーカードとマイナンバーカード読

取対応のスマートフォン（又はＩＣカードリーダライタ）をお持ちでない方でも、e-Tax をご利用できます。

なお、印刷して郵送等により提出することもできます。詳しくは、国税庁ホームページ【https://

www.nta.go.jp】をご覧ください。

　贈与税の申告書を提出する際には、提出の都度、マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。

　また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認（番号確認と身元確

認）を行うため、申告をされる方（受贈者）の本人確認書類（７ページ参照）の提示又は写しの添

付が必要となります。
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マイナンバーカードの有無 本人確認書類 添付又は提示 

マイナンバーカード

をお持ちの方

マイナンバーカード（個人番号カード）

※ 写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。

本人確認書類の

写しを、「本人確

認書類（写）添付

台紙」（75ページ

参照）などに貼っ

て、申告書と一緒

に提出する。

又は

本人確認書類を、

提出の際に提示

する。

マイナンバーカード

をお持ちでない方

①番号確認書類 及び ②身元確認書類

①

番号確認書類

《ご本人のマイナンバ

ーを確認できる書類》

・通知カード（注１） 

・住民票の写し又は住民票記載事

項証明書（マイナンバーの記載

があるものに限ります。）

などのうち、いずれか１つ

＋ 

②

身元確認書類

《記載したマイナンバ

ーの持ち主であること

を確認できる書類》

・運転免許証

・公的医療保険の被保険者証（注２）

・パスポート

・身体障害者手帳

・在留カード

などのうち、いずれか１つ

５  贈与税の納付

（1）納付すべき期限（納期限）

令和３年分の贈与税の納期限は、令和４年３月 15 日（火）です。

なお、納める贈与税額は、それぞれの課税方式（暦年課税・相続時精算課税）に区分して計算し

た額の合計額となります。 

（注） 納付が遅れた場合には、納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。　

なお、延滞税の割合は、次のとおりです。 

 合 割

① 納期限の翌日から２か月

を経過する日まで 

年「7.3％」と「延滞税特例基準割合（※）＋１％」のいずれか低い
割合 

② 納期限の翌日から２か月

を経過した日以後 

年「14.6％」と「延滞税特例基準割合（※）＋7.3％」のいずれか低
い割合 

（2）納付手続

※ 延滞税特例基準割合

納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を

行ってください。なお、各納付手続の詳しい内容については、国税庁ホームページの

「国税の納付手続」【https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm】をご覧くだ

さい。

※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納付通知等のお知らせはありませ

んので、ご注意ください。また、贈与税には、振替納税の制度はありません。

国税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に赴く必要がなく、ご自宅などから納付手続が可能な

非対面の「キャッシュレス納付」が便利です。

国税庁では次のとおり便利な納付の手続をご用意しておりますので、この機会に是非「キャッシ

ュレス納付」のご利用をお願いします。

左記のサイトは
上のコードからも
ご覧になれます。

平均貸付割合（各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の

合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。）に、年１

％の割合を加算した割合

イ キャッシュレス納付

（注）１「通知カード」は令和２年５月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民
票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

　　 ２  保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない程度にマスキング（塗りつぶし）をお願いします。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
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の

贈与 は、 期 までに金銭で に 付すること 原 です 、 期 までに金銭で 付する

こと な事 ある場合で、 定の を たしているときには、 利用できます。

な 、 の しい内容については、 www.n a.go.j に 載して

いる「相 ・贈与 の の手引」を ください。

の要

の の の てを たす場合に、 の許 受けられます。

贈与 額 10 を えていること。 

期 までに金銭で 付することを とする事 あり、その 付を とする金額の 内である

こと。 

期 までに 書及び 保 供関係書 を 出すること。 

額（利 の額を含みます。）に相当する 保を 供すること。 

（注）1 額 1 で、 つ、 期 年 である場合は、 保を 供する はありません。 

   2 期 までに 保 供関係書 を 出できない場合は、 の に 相 ください。 

利

贈与 の 期 は、 に き、その の事業の 又は生 の 等を考 し、 年
内となります。な 、 年 額は、 しも 年 等である はありません。

利

額には、年 の 合で利 ります。 

ただし、 特例 合（ ） 年 3 に たない場合は、 の 式により計 した 合 

（ 1 の あるときはこれを り て、 1 の 合であるときは年 1 の 合

となります。） 適用されます。

　 により 告書を 出した 、 者 自 名 の預貯金 座 ら、 又は 定した期

に、 座引 しにより電 付する手 です。 利用に当たっては、事 に へ の

利用 手 を った上、 用の 出書を で 出する あります（ 等も ）。
（注） 　 付は、 用の 出書を 出して ら利用 となるまで ります。

　 付により 座引 し すると、 の に「 付

通 」 されますので、 ください。

等

　 や 対 の金 機関の 等を利用して電 付する手

です。 利用に当たっては、事 に へ の利用 手 を っていただく あり

ます。

　 を利用して「 支 」 ら 付する手 です。
（注） 　 付 額に た 手 料 ります。

　金 機関や 、 の では、 による 付はできません。

の

　 自宅の などで、 で 供する作 等 ら 付に な

を として作 （ ）し、 で 付する手 です。
（注） 　 付できる金額は 3 となります。

　「 」は、株式 社 の 商 です。

の の

　金 機関又は の の で、現金に 付書を添えて 付する手 です。
　 付書は、 又は の 内の金 機関に用 しています。金 機関に 付書 ない場合

には、 の に ください。

　 付書の記入方 は、 付書の を参 してください。また、住 、 名、 額、 告書を 出した

名など、 事 の記入 れ ないよう、 注 ください。

（注）
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の種類等

し 財産

の 保として 供できる財産の種 は、 の に る財産に られます。

な 、 の 保は、贈与を受けた財産に ら 、自 の 有の財産又は 者 有して

いる財産であっても差し支えありません。

1 債及び地方債 

2 社債その他の有価証券で 等 と るもの 

3 土地 

4 建物、立木等で保険に したもの 

5 財 等 

6 等 と る保証 の保証 

（注） 上記の の 2の有価証券のう 、取引相場のない株式については、 のい れ に 当する事 ある

場合に り、 保として 供すること できます。 

 贈与により取得した財産の とんど 取引相場のない株式で、 つ、その株式 に の 保とし

て 供す き適当な財産 ないと られること。 

 取引相場のない株式 に財産 ある 、その財産 他の債 の 保となって り、 の 保とし

て 供すること 適当でないと られること。 

し 財産

保となる財産は、その 保に係る を できる金銭価 を有するものでなければな

らないこと ら、 的に の に るようなものは 保として 適 とされます。 

1 上 保権の 定又は されているもの 

2 建築、土地の 利用のた 建物除 命 等 されているもの 

3 有権を っている場合など、係 のもの 

4 売却できる みのないもの 

5 有財産の （ 有者 を 供する場合を除きます。） 

6 保に係る の を含 額を 保としていないもの 

7 保の存 期 期 より いもの 

8 者又は 定 等の な場合に、その 得られないもの 

た 、財産 した 、 した財産

の し 、 し し た

の

した

贈与 の 告書を 出した に、 告をしな った財産や、 価の りなど あったた 、

価 や 額 な ったことなどに 付いたときは、原 として、 に 出した贈与 の 告書に

記載した 価 や 額等を する 告書を 出すること できます。 

な 、 告書の 出により 付することとなる 額には、加 及び る場合

ありますので、 注 ください。 

した

贈与 の 告書を 出した に、上記(1)とは 対に計 や 価の りなどで 価 や 額

たことなどに 付いたときは、贈与 の 告書の 出期 ら 定の期 に り、 ってい

た 価 や 額等を 当な 価 や 額等に すた に、 の をすること できます。 

　 しくは、 で される 、 に く

ださい。 

（ 式） 

               6    特例 合（ ）

    7.3          

 特例 合 

期 の の の する年の　　　　　　　　　　　　　　　　　利 特例 合（ 貸付 合（ の （1） 参 ）に、年 0.5 の

合を加 した 合をいいます。）

8

の

贈与 は、 期 までに金銭で に 付すること 原 です 、 期 までに金銭で 付する

こと な事 ある場合で、 定の を たしているときには、 利用できます。

な 、 の しい内容については、 www.n a.go.j に 載して

いる「相 ・贈与 の の手引」を ください。

の要

の の の てを たす場合に、 の許 受けられます。

贈与 額 10 を えていること。 

期 までに金銭で 付することを とする事 あり、その 付を とする金額の 内である

こと。 

期 までに 書及び 保 供関係書 を 出すること。 

額（利 の額を含みます。）に相当する 保を 供すること。 

（注）1 額 1 で、 つ、 期 年 である場合は、 保を 供する はありません。 

   2 期 までに 保 供関係書 を 出できない場合は、 の に 相 ください。 

利

贈与 の 期 は、 に き、その の事業の 又は生 の 等を考 し、 年
内となります。な 、 年 額は、 しも 年 等である はありません。

利

額には、年 の 合で利 ります。 

ただし、 特例 合（ ） 年 3 に たない場合は、 の 式により計 した 合 

（ 1 の あるときはこれを り て、 1 の 合であるときは年 1 の 合

となります。） 適用されます。

　 により 告書を 出した 、 者 自 名 の預貯金 座 ら、 又は 定した期

に、 座引 しにより電 付する手 です。 利用に当たっては、事 に へ の

利用 手 を った上、 用の 出書を で 出する あります（ 等も ）。
（注） 　 付は、 用の 出書を 出して ら利用 となるまで ります。

　 付により 座引 し すると、 の に「 付

通 」 されますので、 ください。

等

　 や 対 の金 機関の 等を利用して電 付する手

です。 利用に当たっては、事 に へ の利用 手 を っていただく あり

ます。

　 を利用して「 支 」 ら 付する手 です。
（注） 　 付 額に た 手 料 ります。

　金 機関や 、 の では、 による 付はできません。

の

　 自宅の などで、 で 供する作 等 ら 付に な

を として作 （ ）し、 で 付する手 です。
（注） 　 付できる金額は 3 となります。

　「 」は、株式 社 の 商 です。

の の

　金 機関又は の の で、現金に 付書を添えて 付する手 です。
　 付書は、 又は の 内の金 機関に用 しています。金 機関に 付書 ない場合

には、 の に ください。

　 付書の記入方 は、 付書の を参 してください。また、住 、 名、 額、 告書を 出した

名など、 事 の記入 れ ないよう、 注 ください。

（注）
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　　　贈与 に を有しない 居住 者に 当した者 期 居住贈与者（注） らの贈与により財

産を取得した場合のその の対 となる財産は、 の場合の に 、それ れ に定 る財産となります。

　その者に係る 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を する までに び 内に住

を有することとなった場合　当 贈与により取得した財産の

　その者に係る 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を した場合（ に 当する場合

を除く。）　当 贈与により取得した財産のう 内財産

（注）　「 期 居住贈与者」とは、贈与の に いて 内に住 を有していな ったその贈与をした であって、

その贈与 1 年 内のい れ の に いて 内に住 を有していたこと ある のう 内に住 を有しな

くなった 1 年 内に いて 内に住 を有していた期 の合計 1 年を える （その期 引き き

を有していな った に ります。）で、 ら 年を していない をいいます。

○　贈与時に日本国籍を有しない非居住無制限納税義務者に該当した者が短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した
場合の贈与税の申告書の提出期間
　贈与 の 告は、原 として、贈与を受けた年の 年 ら 1 までの に うこととされています 、上記

に 当する場合のその贈与を受けた年 の贈与 の 告は、 期 居住贈与者 の者 らの贈与により取得した財産も

含 、その期 ではなく、 の場合の に 、それ れ に定 る期 に う あります（当 期 内に 出され

る 告書は、期 内 告となります。）。

　上記 に 当する場合　その 期 居住贈与者 内に住 を有することとなった の する年の 年 ら

1

　上記 に 当する場合　その 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を した の する年の

年 ら 1

　出入 及び 定 別 の 資 を有する で、贈与 1 年 内に いて 内に住 を有していた
期 の合計 1 年 の
　出入 及び 定 別 の 資 を有する
　 2 年 ら 年 31 までの に 居住 （ 2 年 1 ら贈与の まで引き き
内に住 を有しない であって、 を有しない をいいます。） ら贈与により財産を取得した場合に い
て、その財産を取得した その取得 に 内に住 を有しない で、 つ、 を有しない であるときは、
この に ら 、 居住 者に 当します。
　 3 年 ら 年 31 までの に贈与により財産を取得した場合に いて、その贈与 に

を有しない 居住 者に 当した 期 居住贈与者(注 らの贈与により財産を取得した場合
のその の対 となる財産は、 の場合の に 、それ れ に定 る財産となります。
　その に係る 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を する までに び 内に住
を有することとなった場合　その贈与により取得した財産の
　その に係る 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を した場合（ に 当する場合
を除きます。）　その贈与により取得した財産のう 内財産

(注 　「 期 居住贈与者」とは、贈与の に いて 内に住 を有していな ったその贈与をした であって、
その贈与 1 年 内のい れ の に いて 内に住 を有していたこと ある のう 内に住 を有しな
くなった 1 年 内に いて 内に住 を有していた期 の合計 1 年を える （その期 引き き

を有していな った に ります。）で、 ら 年を していない をいいます。
　 の 又は に る

　 内に住 を有しなくなった 1 年 内に いて 内に住 を有していた期 の合計 1 年 である
（その期 引き き を有していな った に ります。）
　 内に住 を有しなくなった 1 年 内に いて 内に住 を有していた期 の合計 1 年を える （そ
の期 引き き を有していな った に ります。）のう ら 年を している

　贈与 1 年 内の 内に住 を有していたい れの に いても を有していな った

し した 財産 取得した

の の の

　贈与 の 告は、原 として、贈与を受けた年の 年 ら 1 までの に うこととされています 、上

記 に 当する場合のその贈与を受けた年 の贈与 の 告は、 期 居住贈与者 の らの贈与により取得した

財産も含 、その期 ではなく、 の場合の に 、それ れ に定 る期 に う あります（その期 内に

出される 告書は、期 内 告となります。）。

　上記 に 当する場合　その 期 居住贈与者 内に住 を有することとなった の する年の 年

ら 1 まで

　上記 に 当する場合　その 期 居住贈与者 内に住 を有しなくなった ら 年を した の する

年の 年 ら 1 まで

贈与者

受贈者 内に住 あり

内に住 あり

の

　 期 の （ ）

の

　 （ ）

( 、

の

　 定の （ ）

の

　 （ ）

内に住 なし

あり

1 年 内に
住 あり

1 年 内に住 あり

（
国
内
財
産
・
国
外
財
産
と
も
に
課
税
）

（
国
内
財
産
・
国
外
財
産
と
も
に
課
税
）

（
国
内
財
産
の
み
に

　
　
　
　
　
　

課
税
）

（
国
内
財
産
の
み
に

　
　
　
　
　
　

課
税
）1 年 内に住 なし

1 年 内に
住 なし

なし

内に
住
なし

期 の

（ ）
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参

考

の 財産  

贈与 る財産は、「 た財産」及び「 た の 財産」

です。 

た財産

贈与を受けた財産とは、「あ まし う」「もらいまし う」という当事者 の により取得

した土地、家屋、立木、事業（農業）用財産、有価証券、家庭用財産、 金 、 、書画・

骨とう、預貯金、現金などの の財産です。
（注）1 の土地や家屋を 償で の名 に したり、 の株式を 償で の名 に した場合など、 償

で 動産や有価証券などの財産の名 を した場合には、原 として、 たに名 となった 、その

財産を贈与によって取得したものとされます。

2 い入れた土地や家屋を の名 で 記したり、 った株式を の名 にした場合など、 い入

れた 動産や有価証券などの財産の名 を他 名 にした場合には、原 として、その名 となった 、

その取得資金を贈与によって取得したものとされます。

3 や 、土地や家屋を取得するた に や ら資金の を受けた場合には、その 贈与で

あるときはも ん、その 貸借の形式をとっていても、その 「出 い」や「ある いの

なし」のように、 的に贈与と られるものであるときは、その資金を贈与によって取得したものと

されます。

4 き 、土地や家屋を取得し、 又は のど ら 方の名 にした場合には、名 となった

は、土地や家屋の取得に てた資金のう 他の 方の した を、その ら贈与によって取得し

たものとされます。

た の 財産

贈与を受けた財産ではなくても、 の に る財産又は利益は、贈与によって取得したもの

とみなされます。

1 託者 の を受益者とする信託 れた場合の信託受益権

保険料を した の 受け取った保険金（相 される保険金は除 れます。）

3 掛金や保険料を した の 定期金の 付を受けることとなった場合の定期金の受 権

4 著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益 

5 債 の 除、引受け等を受けたことによる利益

6 1 ら 5までに る財産又は利益 の 的な利益を受けたことによる利益

7 
資金の （ 参 ）の適用を受ける信託受益権又は金銭等に係る 資金

した場合に 出額 ら 資金支出額及び 額を 除した 額 

8
・ て資金の （ 参 ）の適用を受ける信託受益権又は金銭等に係る ・ て

資金 した場合に 出額 ら ・ て資金支出額及び 額を 除した 額

財産

贈与を受けた財産であっても、 の に る財産には贈与 は りません。

1 ら贈与を受けた財産（贈与 ではなく 得 ります。）

養 者相 で や生 に てるた に贈与を受けた財産で通常 と られる 内

のもの

3 
、 、 その他公益を目的とする事業を う で 定の に 当する 、贈与を受けた

財産で、その公益を目的とする事業の用に供すること なもの

4 
に関する 著な を するものとして又は 著な価 ある に関する を するも

のとして財 の 定する特定の公益信託 ら 付された金品で財 の 定するもの 

5 生や生 に対する 資の支 を うことを目的とする特定の公益信託 ら 付された金品

6 者 に く 付金の受 権

7 
、地方公 の の 、 事及び の の 者 、 動に関

して贈与を受けた金品などで、 に 告されたもの

8
相 又は 贈によって財産を取得した 、その相 のあった年にその 相 ら贈与を受けた財

産で、特定贈与財産（12 参 ）に 当しないもの（贈与 ではなく相 ります。）

9 社 上の や贈 品などで社 通 上相当と られるもの

10 特定 者 養信託 に く信託受益権で の適用を受けるもの

11 住宅取得等資金の （ 1、 3 参 ）の適用を受ける金銭

資金の （ 参 ）の適用を受ける信託受益権又は金銭等

13 ・ て資金の （ 参 ）の適用を受ける信託受益権又は金銭等
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財産

特定贈与財産（11 ）とは、贈与 に いて 相 との 期 2 年 上であるその 相 の配偶

者（ に 相 らの贈与について贈与 の配偶者 除の特例の適用を受けたこと ない に ります。） 、

その 相 ら贈与を受けた居住用 動産又は金銭のう 、贈与 の配偶者 除の特例の適用 あるものとし

た場合に、 除されることとなる金額（2 となります。）に相当する として、相 の 告書

に いて する をいいます。  

な 、この特定贈与財産については、「贈与 らない財産」（11 の の 参 ）には含まれません

ので、贈与 の 告をしなければなりません。贈与 の配偶者 除の特例の については、 1 を参 し

てください。 

利等の

たに信託の 定を った場合などで、適 な対価を することなく受益権等を取得した場合

には、贈与 の 告 となります。 

また、信託を 定する に いて受益者等の存しない信託で、 、 託者の 等 受益者

となる信託の 定を った場合（例えば、信託を 定した ではまだ生まれていない 等を受益

者として 定した場合）には、信託の受託者は、贈与 の 告 となります。 

の 等 の

1 

         （財産を信託）      （受益権を 定）

に贈与 されます。

2 した

         （財産を信託）     （受益権を 定）
                                に贈与

（受益者を ）        されます。

の の 利 した

  
          （財産を信託）    （受益権を 定）
                                                                      に贈与

     （ 受益権を ）       されます。

4 し 財産 た
  

      （財産を信託）       （信託の ）

                                              に贈与

                                   されます。

                                 （ 財産の 付）                                  

受益者

託者 受託者 受益者

託者 受託者

受益者

受益者

託者 受託者

受益者

・

託者 受託者

受益者

財産

受益者

財産の   

贈与を受けた財産の価額は、原 として、贈与を受けた の 価で 価します。

な財産の 価のあらましは、 のと りです。

　 しくは、 で される 、 に くださ

い。

(

宅地の 価方式には、 と という つの方 あります。
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「特定贈与財産」

特定贈与財産（11ページ）とは、贈与時において被相続人との婚姻期間が20年以上であるその被相続人の配偶

者（既に被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けたことがない人に限ります。）が、

その被相続人から贈与を受けた居住用不動産又は金銭のうち、贈与税の配偶者控除の特例の適用があるものとし

た場合に、控除されることとなる金額（2,000万円が限度となります。）に相当する部分として、相続税の申告書

において選択する部分をいいます。

なお、この特定贈与財産については、「贈与税がかからない財産」（11ページのハの８参照）には含まれません

ので、贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の配偶者控除の特例の要件については、61ページを参照し

てください。 

（3）信託に関する権利等の贈与 

新たに信託の設定を行った場合などで、適正な対価を負担することなく受益権等を取得した場合

には、贈与税の申告が必要となります。 

また、信託を設定する時点において受益者等の存しない信託で、将来、委託者の親族等が受益者

となる信託の設定を行った場合（例えば、信託を設定した時点ではまだ生まれていない孫等を受益

者として指定した場合）には、信託の受託者は、贈与税の申告が必要となります。 

信託の設定等により贈与税の課税関係が生じるケース（例）

1 委託者と受益者が異なる場合 

（財産を信託） （受益権を設定）

Ｂに贈与税が課税されます。

2 受益者を変更した場合 

（財産を信託） （受益権を設定）
Ｃに贈与税が

（受益者を変更） 課税されます。

3 受益者の一部の人が権利を放棄した場合 

（財産を信託） （受益権を設定）
Ｃに贈与税が

（Ｂが受益権を放棄） 課税されます。

4 信託が終了し残余財産が給付された場合 

（財産を信託） （信託の終了）

Ｃに贈与税が

課税されます。

（残余財産の給付）

受益者

Ｂ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ

受益者

Ｃ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ・Ｃ

委託者
Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｃ

残余財産

受益者Ｃ

（4）贈与財産の評価

贈与を受けた財産の価額は、原則として、贈与を受けた時の時価で評価します。

主な財産の評価のあらましは、次のとおりです。

　詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で確認されるか、税務署にお尋ねくださ

い。

イ 土地 

(ｲ) 宅地

宅地の評価方式には、【路線価方式】と【倍率方式】という２つの方法があります。 13

【路線価方式】 

路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線（道路）に面する標準的な

宅地の１平方メートル当たりの価額（千円単位で表示しています。）のことで、「路線価図」で確

認することができます。

宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅

地の面積を掛けて計算します。 

（注） 調整率には、「奥行価格補正率」、「側方路線影響加算率」などがあります。具体的な数値につい
ては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「土地及び土地の上に存す
る権利の評価についての調整率表」をご確認ください。 

 ）粋抜（図価線路

 (路線価)(奥行価格補正率)(面積)  (評価額) 

33万円 × 1.00 × 180㎡ ＝ 5,940万円 

【倍率方式】 

路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額は、原則として、その宅地

の固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してください。）に

一定の倍率（倍率は「評価倍率表」で確認することができます。）を掛けて計算します。 

評価倍率表（抜粋） 

（固定資産税評価額） （倍率）  （評価額） 

1,000万円 × 1.1 ＝ 1,100万円 

（注） 評価倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍

率等」欄に「路線」と表示されている地域につ

いては、路線価方式により評価を行います。

330 千円 

10ｍ 

普通住宅地区
18

※ 「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で閲覧する

ことができます（財産評価基準書 路線価図・評価倍率表【https://www.rosenka.nta.go.jp】）。

（例） 

180 ㎡ 

（例） 

(ﾛ) 借地権等

借地権等の評価については次のとおりです。

借 地 権 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額に借地権割合を掛けて計算

します。

定期借地権 
原則として、贈与の時において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基

として計算します。

貸 宅 地 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借地権、定期借地権

等の価額を差し引いて計算します。

貸家建付地 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借家人の有する敷地

に対する権利の価額を差し引いて計算します。

https://www.rosenka.nta.go.jp
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(ﾊ) 田畑又は山林

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してくだ

さい。）に一定の倍率（倍率は「評価倍率表」で確認することができます。）を掛けて計算し

ます。

ただし、市街地にある田畑又は山林については、原則として付近の宅地の価額に比準して

家屋の評価については次のとおりです。

計算します。

ロ 家屋

ハ 森林の立木

原則として、樹種、樹齢別に定めている標準価額（標準価額は国税庁ホームページ

【https://www.nta.go.jp】で確認することができます（財産評価基準書　路線価図・評価倍率表

【https://www.rosenka.nta.go.jp】）。）を基として評価します。

ニ 事業用の機械、器具、農機具等

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

ホ 上場株式

原則として、次の(ｲ)から(ﾆ)までの価額のうち、最も低い価額により評価します。

(ｲ) 贈与を受けた日の終値

(ﾛ) 贈与を受けた月の毎日の終値の月平均額

(ﾊ) 贈与を受けた月の前月の毎日の終値の月平均額

(ﾆ) 贈与を受けた月の前々月の毎日の終値の月平均額

（注） 上場株式を負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した場合には、その株式の価額は、取得日におけ

る最終価格（終値）によって評価します。

へ 取引相場のない株式、出資 

原則として、その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ、次のような方式

により評価します。具体的には「取引相場のない株式（出資）の評価明細書」（評価明細書の様式

は国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】からダウンロードすることができます。）を用い

て評価します。 
(ｲ) 類似業種比準方式

(ﾛ) 純資産価額方式

(ﾊ) (ｲ)と(ﾛ)の併用方式

(ﾆ) 配当還元方式

ト 家庭用財産・自動車

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

チ 書画・骨とう等

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

※ 贈与財産の評価に当たって作成した評価明細書は、贈与税の申告書に添付してください。

 自 用 家 屋

貸 家

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してく

ださい。）により評価します。

原則として、固定資産税評価額から、固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じ

た価額を差し引いて計算します。

14

https://www.rosenka.nta.go.jp
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原 として、 定資産 価額（ 事 や （ ） 又は 場で してくだ

さい。）に 定の （ は「 価 」で すること できます。）を掛けて計 し

ます。

ただし、 地にある田畑又は山林については、原 として付 の宅地の価額に して

家屋の 価については のと りです。

計 します。

の

原 として、樹種、樹齢別に定 ている 価額（ 価額は

で すること できます（財産 価 書　 価 ・ 価

e ）。）を として 価します。

用の 、 、 等

原 として、 品の売 価額や 家の などを参考として 価します。

原 として、 の( ら( までの価額のう 、 も低い価額により 価します。

(  贈与を受けた の  

(  贈与を受けた の の の 額 

(  贈与を受けた の の の の 額 

(  贈与を受けた の の の の 額

（注） 上場株式を 付贈与又は対価を う取引により取得した場合には、その株式の価額は、取得 に け

る 価 （ ）によって 価します。

取 の 、

原 として、その 社の の 小、株 の 、資産の構 合などに 、 のような方式

により 価します。具 的には「取引相場のない株式（出資）の 価明細書」（ 価明細書の 式

は ら すること できます。）を用い

て 価します。

(  業種 方式 

(  資産価額方式 

(  ( と( の 用方式 

(  配当還元方式 

用財産・

原 として、 品の売 価額や 家の などを参考として 価します。

・ 等

原 として、 品の売 価額や 家の などを参考として 価します。

財産の た した 細 、 の し

自 用 家 屋

貸 家

原 として、 定資産 価額（ 事 や （ ） 又は 場で してく

ださい。）により 価します。

原 として、 定資産 価額 ら、 定資産 価額に借家権 合と賃貸 合を

た価額を差し引いて計 します。

※ お いの ン等の により、 税 を 用して申告書を作成するこ ができない場合があります。

）

A

用 をクリックする

、 作成の れ 、 入力例

用になれない方 な が

できます。

入力例

定申告書等作成 で

申告書を作成する場合の具体的な入

力例について、この に記載のな

い事例 て掲載しています。

用になれない方

相続時精算課税を選択し、特定贈

与者が 以上いる場合 住宅取得

等資金の非課税の適用を受ける財産

の贈与者が３ 以上いる場合な 、

定申告書等作成 を

用になれない スについて掲載

しています。

しくは、 用 を

ください。

15



の ク

ス方法については、 を して

ください。

申告書の を選択する です。

贈与税の申告書を作成する方は、

をクリックしてください。

※

贈与税の申告書を作成する方は、

を

クリックしてください。

（ が宅 ）の贈与を受けた方

で、 方 により を な 、

一定の場合に する方は、 等の

明 書作成 を 用して財

産の を こ ができます。

参考

を

クリックしてください。

16



作成する申告書等の提出方法を選択して

ください。

入力が終わったら、 をク

リックしてください。

申告される方（財産を取得した方）の生

年月日を入力してください。

入力した生年月日により、令和３年１月

１日において 歳以上であるか判定しま

す。

以下の各ボタンについては、この手引きに具体的な入力例を掲載しています。

住宅取得等資金の非課税（※１）の適用

を受ける金額を入力する場合には、

をクリックします。

相続時精算課税（※３）の適用を受ける

財産を入力する場合には、

をクリックします。

一般の贈与（暦年課税）の財産を入力す

る場合には、 をクリック

します。

贈与税の配偶者控除の特例（※２）の適

用を受ける財産を入力する場合には、

を をクリックします。

なお、不動産番号を入力して登記事項証

明書の添付を省略する場合には、併せて

チェックボックスをチェックします。

17



①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

)

の記

要

の の た

(1) 
　贈与 の 告をする ての 用する 告書です。 年 による贈与 額の計 に当たっ
ては、71、 2 の「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」を 用ください。

利用した の
15 し

記号 欄 書き た

住 地を する 名を記入します。

告書の 出年 を記入します。

分 の に「 」と記入します。

住 、住 地の 号及び電話 号を記入します。

告をする の 名及び を記入します。 の （ ）
や半 （ ）は とし、 と名の は けて記入します。

告をする の （ 号）又は 号を記入します。

　明 は「1」、 は「2」、 は「3」、 は「4」、 は「5」
と記入します。

　贈与者の生年 を 「生年 」にならって記入します。

例 58 年 21 生まれの場合

告をする の 業を記入します。

、 贈与者の住 、 名及び を記入します。 の （ ）
や半 （ ）は とし、 と名の は けて記入します。

柄 告をする らみた贈与者の 柄を記入します。
贈与者の 柄に て「1 5」のい れ の を記入します。
「5」と記入した場合には、 欄に具 的な 柄を記入します。

柄

種類 、 細目 利

用区分・銘柄等

等 財産の 場 等を記入します。この場合、 に る財産につ
いては、それ れ の事 を記入します。

売掛金・・・・・相手方の住 又は 地及び 名又は名称
船舶・自動車・・ 機関の名称及び 号
有価証券・・・・ の 地及び名称

な 、公債及び上場有価証券で保 預り、保証金の 用、
保などとして 供されているものについては、その

供 証券 社などの 地及び名称
　現金・・・・・・贈与者の住

預貯金等・・・・預金、貯金、金銭信託については預入 などの
地及び名称

生命保険金・・・支 保険 社の 地及び名称
その他の債権・・債 者の住 又は 地及び 名又は名称

贈与を受けた財産の 積、株 などを記入します。

産 定資産 価額を として 価する土地及び家屋の 定資産
価額を記入します。

定資産 価額を として 価する土地及び家屋について、 定
資産 価額に掛ける 定の を記入します。

財産 取得した 贈与を受けた年 を記入します。

財産の 贈与を受けた財産の価額を記入します。

産

の の に、特例 の適用を受けるた に に記入した贈与者との
柄を明ら にする書 を に 出している場合には、その 出し
た年 及び 名を記入します（ 出をしていない場合には記入しません。 。

3  5 8 0  9 2 1 

　 告をする らみた贈与者の 柄を記入します。
　贈与者 である場合は、贈与者の 柄に て「1 」の
い れ の を記入します。贈与者 である場合は、
贈与者の 柄に て「 」のい れ の を記入します。「 」
又は「 」と記入した場合には、 欄に具 的な 柄を記入します。

　贈与 の配偶者 除の特例の適用を受ける場合で、贈与により取得
した 動産に係る 動産 号を記入することにより、その取得した
動産に係る 記事 証明書の添付を するときに記入します（「贈
与 の配偶者 除の特例の添付書 （33 ）」を参 ）。

　贈与を受けた財産について、77 の により、 財産の種 と
細目を記入し、その財産の種 と細目に た利用 や銘柄等を記入
します。

　贈与を受けた財産の 方 当たり、 株当たりなどその財産
の 当たりの価額を記入します（ 定資産 価額を として 価
する土地と家屋については記入を しません。）。
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)

の記

要

の の た

(1) 
　贈与 の 告をする ての 用する 告書です。 年 による贈与 額の計 に当たっ
ては、71、 2 の「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」を 用ください。

利用した の
15 し

記号 欄 書き た

住 地を する 名を記入します。

告書の 出年 を記入します。

分 の に「 」と記入します。

住 、住 地の 号及び電話 号を記入します。

告をする の 名及び を記入します。 の （ ）
や半 （ ）は とし、 と名の は けて記入します。

告をする の （ 号）又は 号を記入します。

　明 は「1」、 は「2」、 は「3」、 は「4」、 は「5」
と記入します。

　贈与者の生年 を 「生年 」にならって記入します。

例 58 年 21 生まれの場合

告をする の 業を記入します。

、 贈与者の住 、 名及び を記入します。 の （ ）
や半 （ ）は とし、 と名の は けて記入します。

柄 告をする らみた贈与者の 柄を記入します。
贈与者の 柄に て「1 5」のい れ の を記入します。
「5」と記入した場合には、 欄に具 的な 柄を記入します。

柄

種類 、 細目 利

用区分・銘柄等

等 財産の 場 等を記入します。この場合、 に る財産につ
いては、それ れ の事 を記入します。

売掛金・・・・・相手方の住 又は 地及び 名又は名称
船舶・自動車・・ 機関の名称及び 号
有価証券・・・・ の 地及び名称

な 、公債及び上場有価証券で保 預り、保証金の 用、
保などとして 供されているものについては、その

供 証券 社などの 地及び名称
　現金・・・・・・贈与者の住

預貯金等・・・・預金、貯金、金銭信託については預入 などの
地及び名称

生命保険金・・・支 保険 社の 地及び名称
その他の債権・・債 者の住 又は 地及び 名又は名称

贈与を受けた財産の 積、株 などを記入します。

産 定資産 価額を として 価する土地及び家屋の 定資産
価額を記入します。

定資産 価額を として 価する土地及び家屋について、 定
資産 価額に掛ける 定の を記入します。

財産 取得した 贈与を受けた年 を記入します。

財産の 贈与を受けた財産の価額を記入します。

産

の の に、特例 の適用を受けるた に に記入した贈与者との
柄を明ら にする書 を に 出している場合には、その 出し
た年 及び 名を記入します（ 出をしていない場合には記入しません。 。

3  5 8 0  9 2 1 

　 告をする らみた贈与者の 柄を記入します。
　贈与者 である場合は、贈与者の 柄に て「1 」の
い れ の を記入します。贈与者 である場合は、
贈与者の 柄に て「 」のい れ の を記入します。「 」
又は「 」と記入した場合には、 欄に具 的な 柄を記入します。

　贈与 の配偶者 除の特例の適用を受ける場合で、贈与により取得
した 動産に係る 動産 号を記入することにより、その取得した
動産に係る 記事 証明書の添付を するときに記入します（「贈
与 の配偶者 除の特例の添付書 （33 ）」を参 ）。

　贈与を受けた財産について、77 の により、 財産の種 と
細目を記入し、その財産の種 と細目に た利用 や銘柄等を記入
します。

　贈与を受けた財産の 方 当たり、 株当たりなどその財産
の 当たりの価額を記入します（ 定資産 価額を として 価
する土地と家屋については記入を しません。）。

19



32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

(2) の

住宅取得等資金の （61 参 ）の適用を受ける 用する 告書です。
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(2) の

住宅取得等資金の （61 参 ）の適用を受ける 用する 告書です。

記号 欄 書き た

の 告をする の 名を記入します。

の 取得等 の の 用

、 の 記 し

住宅取得等資金の の適用を受ける は、 に を記入してく
ださい。

、 贈与者の住 、 名及び を記入します。 の （ ）
や半 （ ）は とし、 と名の は けて記入します。

例 16 年 11 生まれの場合 3 1 6  1 1 0  4

柄 告をする らみた贈与者の 柄を記入します。
贈与者の 柄に て「1 5」のい れ の を記入します。
「5」と記入した場合には、 欄に具 的な 柄を記入します。

取得等 取得した
取得等 の

贈与により住宅取得等資金を取得した年 及びその金額を記入しま

す。

・取得・ 等 　住宅資金 額（ の金額） ある場合に、住宅用の家屋の 築
しくは取得又は 築等に係る を した年 を記入します。

住宅資金 額（61 参 ）の金額を記入します。

の

・取得・ 等

の の金

の金額 ら の金額を 除した金額を記入します。

額 ら の

告書

の 欄 欄 欄 欄

2 年 2 ・2 年 3 年 元・ 年

金額を 除した金額を記入します。

の の 用

の

の 用

の金額及び の金額の合計額を えないように住宅取得等資金の
の適用を受ける金額を記入します。

な 、住宅取得等資金の に係る贈与者 上いる場合には、
贈与者 らの贈与について の適用を受ける金額の合計額 の

金額及び の金額の合計額を えないように 贈与者 との住宅取得等
資金の の適用を受ける金額を記入します。

の 用

の

住宅取得等資金の の適用を受ける金額の合計額を記入します（

の金額及び の金額の合計額を えることはありません。）。

の

の

の金額 ら の金額を 除した金額及び の金額 ら の金額を
除した金額をそれ れ記入します。

な 、それらの 除した金額に 額 ある場合には、その金額を住宅
取得等資金に係る贈与者の「財産の価額」欄（ 告書 又は ）
に 記します。この場合には、 告書 又は の贈与者の「住
・ 名（ ）・ 告者と 」欄の記入は、贈与者

の「 名（ ）」のみとして差し支えありません。

得 得
の した

した

　明 は「1」、 は「2」、 は「3」、 は「4」と記入します。

　 年 の 得 及び 特別 得 の 定 告書を 出した は、そ
の 出した年 及び 名を記入してください。記入した場合には、別
途「合計 得金額を明ら にする書 」を 出する はありません。

の生年 ・ 柄

分

分の の

の 用 た

分 分の

の の 用

た

　 欄に記載 ある場合で、 2 年 ら 年 までの贈与 の

告で、住宅取得等資金の の適用を受けた金額 あるときは、そ

の金額を記入します（適用を受けていない場合は、記入しません。）（注）。

　 年 の の適用を受けた金額は、 の欄に記載されています。

　 欄に記載 ある場合で、 元年 及び 年 の贈与 の 告

で、住宅取得等資金の の適用を受けた金額（ 元年 及び

年 の贈与 の 告書 の の金額） あるときは、その金額

のう 、 31年 に住宅用家屋の 築等に係る を

して住宅取得等資金の の適用を受けた金額を記入します（適用を

受けていない場合は、記入しません。）（注）。

産 等 　 築 しくは取得又は 築等をした 動産に係る 記事 証明書の

添付を する場合は、その 動産に係る 動産 号等を記入します。

特別住宅資金 額（ の金額） ある場合に、住宅用の家屋の

築 しくは取得又は 築等に係る を した年 を記入します。

　特別住宅資金 額（61 参 ）の金額を記入します。

（注） 特別 の 12 の 定に 当する場合（住宅取得等資金の の 適用の適用を受ける場合）には、この欄の記入は です。
　　 しくは、 に 載している「 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与 の 等のあらまし（ 年 ）」を ください。 21



㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

(3)   

    相 （ 参 ）の適用を受ける 用する 告書です。
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(3)   

    相 （ 参 ）の適用を受ける 用する 告書です。

記号 欄 書き た

分 の に「 」と記入します。

の 告をする の 名を記入します。

の の 用

、 の

記 し

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例

（62 参 ）の適用を受ける は、 に を記入してください。

、 贈与者の住 、 名及び を記入します。 の （ ）

や半 （ ）は とし、 と名の は けて記入します。

柄 告をする らみた贈与者の 柄を記入します。

贈与者の 柄に て「1 5」のい れ の を記入します。

「5」と記入した場合には、 欄に具 的な 柄を記入します。

明 は「1」、 は「2」、 は「3」、 は「4」と記入します。

例 1 年11 生まれの場合

種類 、 細目 利

用区分・銘柄等

贈与を受けた財産について、   77 の により、 財産の種 と細

目を記入し、その財産の種 と細目に た利用 や銘柄等を記入

します。

等 財産の 場 等を記入します。この場合、 に る財産につい

ては、それ れ の事 を記入します。

売掛金・・・・・相手方の住 又は 地及び 名又は名称

船舶・自動車・・ 機関の名称及び 号

有価証券・・・・ の 地及び名称

な 、公債及び上場有価証券で保 預り、保証金

の 用、 保などとして 供されているものにつ

いては、その 供 証券 社などの 地及び名

称

　現金・・・・・・贈与者の住

預貯金等・・・・預金、貯金、金銭信託については預入 などの

地及び名称

生命保険金・・・支 保険 社の 地及び名称

その他の債権・・債 者の住 又は 地及び 名又は名称

産 定資産 価額を として 価する土地及び家屋の 定資産

価額を記入します。

定資産 価額を として 価する土地及び家屋について、 定

資産 価額に掛ける 定の を記入します。

財産 取得した 贈与を受けた年 を記入します。

財産の 贈与を受けた財産の価額を記入します。

の 分の

した

の

の年 の 告で 除した特別 除額の合計額を記入します。

な 、 の年 の 告で 除した住宅資金特別 除額（ 1,000

）は、特別 除額に含まれませんので 注 ください。

の に 出した「相 出書」に記載した住 ・ 名

と に 出した贈与 の 告書に記載した住 ・ 名 なってい

る場合には、その年 の住 ・ 名を記入します。

3   1  6  1  1  0  4 

贈与を受けた財産の 積、株 などを記入します。

贈与を受けた財産の 方 当たり、 株当たりなどその財

産の 当たりの価額を記入します（ 定資産 価額を として

価する土地と家屋については記入を しません。）。
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入力が終わったら、 をクリック

してください。

（財産をあ た方）の氏名（フリガナ・漢

字）、続 、 年月日及び住所を入力（選択）して

ください。

選択した続 に り、 が申告される方（財

産を取得した方）の であるか します。

を た財産が 動産、 式等

である場合には、 や などを入力し、

をクリックすることに り、「財産の 」 に

を表示させることができます。

から かにも財産の を ている

場合には、 をクリックし、 様の に

り を た財産を入力してください。

を た財産の① 、② 、③ 区

は ・名 等を選択してください。

この では、 を た財産は ですの

で、① 、② については「 、 等」

を選択し、③ 区 は ・名 等については

「 」を選択します。

を た財産の所 を入力してください。

なお、財産の所 が である場合には、

ック ックスを ックします。

を た財産の を入力してください。

入力が終わったら、 をクリックし

てください。

を た年月日を選択してください。

参考

事
例
１

の

用

、 の した 、 、

の 、 用し し

、 、 分の の 、 の 、 の

用 た 、 の 柄 類 し し

、 し
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から の財産の を てい

る場合は、 を

クリックすることに り、 の画面が表示さ

れますので、 様に入力してください。

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

の から を た財産で、 年

税の を るものがある場合には、

をクリックすることに

り、 の画面が表示されますので、 様に入

力してください。

及び の画面で入力した が表示され

ますので、確認してください。

なお、 は をクリックす

ることに り、入力 の や ができ

ます。

す ての取得財産の入力が終わったら、

をクリックしてください。

住 取得等 の 税（ ー ）

の を る を入力する場合には、

住 をクリックします。

税の の （ ー

）の を る財産を入力する場合に

は、 をクリックします。

なお、 動産番号を入力して

書の 付を する場合には、 せて ッ

ク ックスを ックします。

続時 税（ ー ）の を

る財産を入力する場合には、

をクリックします。

事
例
１

の

用

、 の した 、 、

の 、 用し し

、 、 分の の 、 の 、 の

用 た 、 の 柄 類 し し

、 し
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をクリックすると、 の

「 に する税 」の 方法等が確認でき

ます。この では、「 税 」を し

て された 税 が表示されます。

「 税 」の を る場合で、

の「 の 後の 税 」が を

えるときは、 税の申告書とともに、

を提出する

があります。

ただし、 の年 において、

からの について「 税 」の を

るた 書 を提出している場合には、

をクリックして の 税の申

告 を入力すれ 、 書 を て提出

する はありません。

しくは ー をご ください。

確認が終わったら、 をクリッ

クしてください。

年 税 に係る 税 の のある

方 は 法人 税 の の を

る方は、 する の を

クリックし、 を入力してください。

等の納税 、 式等の納税 、

式等の納税 、 法人の の納税

は 業 産の納税 の の

を る方は、 する の を

クリックし、納税 税 を入力してくださ

い。

納付す き 税 が表示されますので確

認してください。

を た財産について入力した が

表示されますので確認してください。

方 は 法人 税 の の を

事
例
１
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あなた（財産を取得した方）の

①郵便番号

※ をクリックすると、入力した

郵便番号から確認できる住所、都道府県

名及び税務署名が自動的に入力されま

す。

②住所

※郵便番号から検索できなかった方は、

市 をクリックして都道府県市

区町村を選択してください。

③申告書等を提出する税務署名

④申告書等を提出する年月日

※書面提出の場合は、提出時に手書きして

も差し支えありません。

⑤氏名のフリガナ

⑥氏名の漢字

⑦マイナンバー（個人番号）

※マイナンバーカードなどから確認して

入力してください。

⑧職業

⑨電話番号

について、入力してください。

入力が終わったら、 をクリッ

クしてください。

納付手続は様々な方法がありますので、ご

自身で選択し、納期限までに納付手続を行っ

てください。

※申告書の提出後に税務署から納付書の送

付や納税通知等のお知らせはありません

のでご注意ください。

この申告書に係る通知等がある場合に、

での通知を希望するときは、「はい」を

選択してください( ・パスワード方式で申

告書を送信する場合等には、この選択画面は

表示されません。)。

事
例
１
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
１

書類

3

3 5 7 0 9 2 5
××××○○○○△△△△

麹町

会社員

コクセ゛イ   ソウタロウ

×××
千代田区霞が関○○丁目○番○号
ＡＢＣビル５８５号室

国税 壮太郎

××× ××××××× ××××

4 2 3

3 0 6  1 1 0 3
3

0 3

0 2

0 99 1
コクセ゛イ   イチロウ

千代田区霞が関3丁目1番1号

千代田区霞が関3丁目1番1号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

麹町
国税  一郎

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

4 8 5 0 0 0

3 9 0 0
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事
例
１

、 の の 等 、

の 、 利用

5,000,000

485,000

3,900

27

「特例贈与財産」（ 参 ）のみを贈与により取得し、「特例 」を適用して贈与 額を

計 する場合には、 71 の「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」の「 特例贈与財産のみ

を贈与により取得した場合（ 告書 の 欄に金額の記載 ない場合）」により贈与 額を計

します。

な 、この「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」は、 告書と せて 出する はありま

せん。

特例贈与財産の価額の合計額（ A 5,000,000 ） ら 除額（ B 1,100,000 ）を 除した

価 （ C 3,900,000 ）に （特例贈与財産用） の「 除 の 価 」の に

た特例 （15 ）及び 除額（100,000 ）を 用して贈与 額（ D 485,000 ）を計 しま

す。

「 贈与財産」（ 参 ）のみを贈与により取得し、「 」を適用して贈与 額を

計 する場合には、 1 の「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」の「 贈与財産の

みを贈与により取得した場合（ 告書 の 欄に金額の記載 ない場合）」により贈与 額

を計 してください。

財産の 取得した

書類

3

3 5 7 0 9 2 5
××××○○○○△△△△

麹町

会社員

コクセ゛イ   ソウタロウ

×××
千代田区霞が関○○丁目○番○号
ＡＢＣビル５８５号室

国税 壮太郎

××× ××××××× ××××

4 2 3

3 0 6  1 1 0 3
3

0 3

0 2

0 99 1
コクセ゛イ   イチロウ

千代田区霞が関3丁目1番1号

千代田区霞が関3丁目1番1号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

麹町
国税  一郎

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

4 8 5 0 0 0

3 9 0 0
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
２

用

3

3 4 4 0 5 2 4

神奈川

自営業

コウノ オサム

×××

横浜市港北区○○△丁目×番×号

甲野　修

××× ××××××× ××××

4 2 16

3 1 8 1 1 0 4

2
コウノ　ハナコ

目黒区○○△丁目×番×号

目黒区○○△丁目×番×号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

甲野  花子

3 4 2 1 2 2 4
8

世田谷区○○△丁目×番×号 有価証券

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

上場株式等 ○○
株式会社

500株 3,000

コウノ　タケシ

甲野  武
兄

0

3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0

4 1 6 6 6 6

4 1 6 6

4 1 6 6
4 1 6 6 6 6

3 4 0 0

3 0 59 2

0 3 0 51 1

○ ○ ○ ○××××××××

28

、 、 の した
、 、

用し し
、 、 の 、 の 用

、 し
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事
例
２

、 の の 等 、

の 、 利用

、 の の 等 、

の 、 利用

29

「特例贈与財産」（ 参 ）及び「 贈与財産」（ 参 ）の 方を贈与により取
得し、「特例 」及び「 」を適用して贈与 額を計 する場合には、 2 の「贈与
（ 年 ）の 額の計 明細」の「 特例贈与財産と 贈与財産の 方を贈与により取得した
場合（ 告書 の 欄及び 欄の 方に金額の記載 ある場合）」により贈与 額を計 します。

な 、この「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」は、 告書と せて 出する はありま
せん。

特例 贈与財産の価額 A 3,000,000 ）と 贈与財産の価額（ B 1,500,000 ）の合計額
（ D 4,500,000 ） ら 除額（ E 1,100,000 ）を 除した 価 （ F 3,400,000 ）に

（特例贈与財産用） 及び （ 贈与財産用） の「 除 の 価 」の に
た 及び 除額を 用して計 した 額（ G 410,000 ・ I 430,000 ）について、それ れの

る 額（ H 273,333 ・ J 143,333 ）を計 し、その合計額（ K 416,666 ）を

3,000,000

1,500,000

0

4,500,000

410,000

430,000

273,333

143,333

416,666

3,400

（

財産の価額に対 す
計 します。

用

3

3 4 4 0 5 2 4

神奈川

自営業

コウノ オサム

×××

横浜市港北区○○△丁目×番×号

甲野　修

××× ××××××× ××××

4 2 16

3 1 8 1 1 0 4

2
コウノ　ハナコ

目黒区○○△丁目×番×号

目黒区○○△丁目×番×号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

甲野  花子

3 4 2 1 2 2 4
8

世田谷区○○△丁目×番×号 有価証券

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

上場株式等 ○○
株式会社

500株 3,000

コウノ　タケシ

甲野  武
兄

0

3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0

4 1 6 6 6 6

4 1 6 6

4 1 6 6
4 1 6 6 6 6

3 4 0 0

3 0 59 2

0 3 0 51 1

○ ○ ○ ○××××××××

28

、 、 の した
、 、

用し し
、 、 の 、 の 用

、 し
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
３

の の 用

3 2 0 0 2 1 0

6

0
22

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ☆ ☆ ☆ ☆

2 7 5 0 0 0

32 0 2 0 6 0 0

02 0 0 0 0 0 0

7 4 5 6 0 0

3 0 85 0

0 3 0 85 0

ヘイモト　サフ゛ロウ

神戸市中央区○○△丁目×番×号 土地

家屋 自用家屋
家屋
木・瓦
居宅

宅地 自用地

270,000神戸市中央区○○△丁目×番

神戸市中央区○○△丁目×番地

（持分2分の1）
165.00㎡

124.21㎡ 745,600

23,020,600

1.0

丙本  三郎

3 2 0 0 2 1 0
6

ヘイモト　サフ゛ロウ

神戸市中央区○○△丁目×番×号

丙本  三郎

3

3 2 0 0 2 2 0

神戸

無職

ヘイモト キョウコ

×××

神戸市中央区○○△丁目×番×号

丙本 京子

××× ××××××× ××××

4 2 9

3 0 2 0 6 0 0 32 0 2 0 6 0 0

1 9 2 0 0 0

1 9 2 0

1 9 2 0

1 9 2 0 0 0

1 9 2 0

（ ）

××××△△ △ △××××

、 し の の した 、 し

し 、 た の の の

の 用 た、 の 、 用し

し
の 要 、 し

、 し

（

）

書 添付

（

添付書類

）

（

）

☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×
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事
例
３

31

この は、 年 に贈与を受けた財産に対して配偶者 除（2 除）の特例を適用すること

できる どう について な 目を したものです。この 欄の のみに ある場合には、原

としてこの特例の適用を受けること できます。

1 贈与者はあなたの配偶者（ 又は ）です 。

2 の 出をした ら贈与を受けた までの期 は 2 年 上です 。

3 これまでに、この特例の適用を受けたこと あります 。

4
3 した の 記 し

、この特例の適用を受けたときの贈与者と の贈与者は です 。

5 贈与を受けた財産は 動産（土地等・家屋）又は金銭です 。

6
た財産の 産 の 記 し

その 動産は、 内にある 動産です 。

7

た財産の の 記 し

その金銭を 年 1 までに 内にある居住用の 動産の取得に てます

。

8
又は の 動産に現 居住しています 。又は 年 1 までに居住す

る みです 。

9 引き きこの 動産に居住する 定です 。

この贈与 の配偶者 除の特例の適用を受ける場合には、贈与 の 告書等に、 の に る書

を添付して 出しなければなりません。

添 付 書

1
の の （居住用 動産又は金銭の贈与を受けた ら 1 を した に作 された

ものに ります。）

2
の の の し（居住用 動産又は金銭の贈与を受けた ら 1 を した に作 されたも

のに ります。）

3

記 などで受贈者 除の対 となった居住用 動産を取得したことを証する書

分 の の の

当する を で んでください。

の の の 類

　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出をす
ることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること できます。
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入力が終わったら、     をク

リックしてください。

相続 と 、相続が した に、

で相続 と る き をいいます。

、 と と がいる に 、

と が 相続 と ます 贈与税の相続時精算

課税 で 、贈与を受けた の で

の で る 相続 が と

ますので、この に と について を

受けることができます。 。

の で の 贈与 の 相続

と った方 、 の 相

続 と った 相続

と った を入力してくださ

い。

に の 贈与 らの贈与につい

て、相続時精算課税の を受けたことが

る方 、 の に 贈与 ら贈与を受

けた財産 相続時精算課税の を受けた財

産に ます。 の について入力し

てください。

税 を 用する場合

贈与 財産を た方 の

リ 、 、 続 を

入力 するとともに、 の

について い いい を

してください。

した内容に基づき、 贈与 が

される方 財産を した方 の で

る します。

参考

の贈与がある の 贈与  の に ては を て 。

で する場合は、

C

事
例
４

用

、 用 、 の した
、 、 の 、

し し
の 要 、 し
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贈与を受けた財産の 、 細 、

分 、 を 入力 し

てください。

この で 、贈与を受けた財産 と

ですので、 に に する を入力し

ま す。 に つ い て

、 細 について 、 分

について を

し、 を入力します。

贈与を受けた を してください。

贈与 ら にも財産の贈与を受けてい

る に 、 をクリックし、 の

に 贈与を受けた財産の入力を ってくだ

さい。

この で 、 に する を て入力

し、 をクリックした 、 に

する を入力します。 について

、 細 について を

し、 分 について

の 、 について 金

の 、 財産の について

、 財産の について の た

の を入力します。

る に 、

入力が終わったら、 をクリッ

クしてください。

贈与を受けた財産の について

を した 、 産税

額 に の 産 額を入力しま

す。 分 分が る に い

を 、 分 を入力します。 産税

額に ける に 産税 額を

基として する について、

産税 額に ける の を入力します。

参考

として、 を の の

に た で した の 額と

ます。贈与財産の について

を してください。

贈与を受けた財産の 、 分 分

が る 、 を入力してください。

入力 計算 をクリックすると、

財産の 額 に に計算 が表示され

ます。

この で 、 に に する を入力

します。 財産の について の を、

た の を入力します。

として、 を の の

に た で した の 額と

ます。贈与財産の について

を してください。

 算

事
例
４
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贈与 ら の財産の贈与を受けて

いる に 、

をクリックすることに 、 の が表示さ

れますので、 に入力してください。

の で入力した内容が表示されま

すので、確認してください。

、 をクリックする

ことに 、入力内容の 除ができま

す。

  

の 贈与 ら贈与に 財産を し

ている に 、 をクリック

することに 、 の が表示されますの

で、 に入力してください。

ている に 、 をクリック

て の 財 産 の 入 力 が 終 わ っ た ら 、

をクリックしてください。

確認が終わったら、 をクリッ

クしてください。

の贈与 課税 の財産を入力する

に 、 をクリックしま

す。

贈与税の 控除の

の を受ける財産を入力する に 、

をクリックします。

、 産 を入力して 明書

の を する に 、 て ック

ック を ックします。

金の 課税 の

を受ける金額を入力する に 、

をクリックします。

事
例
４
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➏

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

贈与を受けた財産について入力した内容に

基づく金額が表示されますので確認してくだ

さい。

➎

相続時精算課税の適用を受ける場合には、

期限内申告が必要です。

ご注意ください

贈与税額が０円であっても、

をクリックすると、相

続時精算課税の計算明細書を確認することが

できます。

相続時精算課税分に係る外国税額の控除額

を入力される方についても、

をクリックしてください。

事
例
４
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
４

3

3 6 0 0 8 2 8

板橋

オツサ ワ゛ コ

×××

板橋区○○△丁目×番×号

乙沢  花子

××× ××××××× ××××

4 2 24

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0

4 8 0 0

△ △ △ △ × × × × × × × ×
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㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

事
例
４

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 に加えて、「相

出書」（73 参 ）の 出 となります。

（62

）

□

乙沢  花子

乙沢  陽子

豊島区○○△丁目△番△号
土地

有価証券
○○
株式会社上場株式等

宅地 自用地

板橋区○○△丁目×番

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

86.50㎡

5,000株 290

300,000

3

オツサ゛ワ ヨウコ

4

3 1 2 0 1 1 0

0 3
2 5 9 5 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 4 0 0

0

4 8 0 0

4 8 0 0

0 0

0 0

0

0

1 4 5 0 0 0 0

0 7 0 3

0 3 1 0 1 6

3

3 6 0 0 8 2 8

板橋

オツサ ワ゛ コ

×××

板橋区○○△丁目×番×号

乙沢  花子

××× ××××××× ××××

4 2 24

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0

4 8 0 0

△ △ △ △ × × × × × × × ×
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
例
４

34

4 2

3

24

60 8 28

12 101

孫

×××-×××× ××× ××× ××××

板橋

板橋区○○△丁目×番×号

豊島区○○△丁目△番△号

乙 沢　花 子
オツザワ　 ハナ コ

乙 沢　陽 子
オツザワ　　ヨウ  コ

財産の 、 た財産

し の 、 、 し

の し

要 、 した

  し

要

（

（ ）

）

人

人

この は、 年 に贈与を受けた財産に対して相 を すること できる どう

について な 目を したものです。この 欄の のみに ある場合には、原 として相

を すること できます。

1 贈与者は、 36 年 に生まれた です 。

2 あなたは、 13年 に生まれた です 。

3 
あなたは、贈与を受けた 現 に いて贈与者の

又は です 。

  

相 （62 の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」

を含みます。）の適用を たに受ける場合（ の（ ）の（注2）参 ）には、相

出書に の書 （贈与を受けた に作 されたものに ります。）を添付して 出しなけれ

ばなりません。

添 付 書

（注） 受贈者 相 出書を 出する に している場合の 出書 については、 に

ください。

当する を で んでください。

分 の

の 類

  

（注）1 住宅取得等のた の金銭の贈与を受けた で、その贈与者 3 年 に生まれた の場

合には、「 年 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例 の

」（ 又は 参 ）を 用してください。

　　 2 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）又は「 の事業用資産に

ついての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合は、 の を たさない場合であっ

ても相 の適用を受けること できます。「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の

特例 の 」又は「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除 の

」（ に 載）を せて 用してください。

の の その他の書 で、 の内容を証する書

　受贈者の 名、生年

　受贈者 特定贈与者の である 定相 又は であること

(注 1　 「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈者

特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例受贈事業用資産の取得を

したことを証する書 」となります。

　　2　 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈

者 特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例対 受贈 上場株式等

の取得をしたことを証する書 」となります。

産取得

取得した 産の の

、 産取得 の し

取得した 産の の 、 産取得

し
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34

4 2

3

24

60 8 28

12 101

孫

×××-×××× ××× ××× ××××

板橋

板橋区○○△丁目×番×号

豊島区○○△丁目△番△号

乙 沢　花 子
オツザワ　 ハナ コ

乙 沢　陽 子
オツザワ　　ヨウ  コ

財産の 、 た財産

し の 、 、 し

の し

要 、 した

  し

要

（

（ ）

）

人

人

事
例
４

この は、 年 に贈与を受けた財産に対して相 を すること できる どう

について な 目を したものです。この 欄の のみに ある場合には、原 として相

を すること できます。

1 贈与者は、 36 年 に生まれた です 。

2 あなたは、 13年 に生まれた です 。

3 
あなたは、贈与を受けた 現 に いて贈与者の

又は です 。

  

相 （62 の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」

を含みます。）の適用を たに受ける場合（ の（ ）の（注2）参 ）には、相

出書に の書 （贈与を受けた に作 されたものに ります。）を添付して 出しなけれ

ばなりません。

添 付 書

（注） 受贈者 相 出書を 出する に している場合の 出書 については、 に

ください。

当する を で んでください。

分 の

の 類

  

（注）1 住宅取得等のた の金銭の贈与を受けた で、その贈与者 3 年 に生まれた の場

合には、「 年 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例 の

」（ 又は 参 ）を 用してください。

　　 2 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）又は「 の事業用資産に

ついての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合は、 の を たさない場合であっ

ても相 の適用を受けること できます。「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の

特例 の 」又は「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除 の

」（ に 載）を せて 用してください。

の の その他の書 で、 の内容を証する書

　受贈者の 名、生年

　受贈者 特定贈与者の である 定相 又は であること

(注 1　 「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈者

特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例受贈事業用資産の取得を

したことを証する書 」となります。

　　2　 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈

者 特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例対 受贈 上場株式等

の取得をしたことを証する書 」となります。

産取得

取得した 産の の

、 産取得 の し

取得した 産の の 、 産取得

し
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税 を 用する場合

に特例適用 を確認 で る は、

をクリックし、 の

に でください。

の 事 の ックを することが

できます。

住宅取得等資金の について、「 は取

得」 は「 等」の らかを選択してくだ

さい。

が終わったら、 をク

リックしてください。

年 から 年 までの贈与税の

に る「住宅取得等資金の非課税」の適用

の について、「いい 」 は「はい」を選

択してください。

「 に する税制 の 」の適用を

る方は、 をク

リック 、適用 の確認を ってくだ

さい。

の に ては を て 。

で する場合は、

D

税 を 用する場合

特例適用 を確認 で い は、 事

について「はい」 は「いい 」を選択してくだ

さい。

事
例
５

36

取得等 の 用し

の 要 、 類 の
し

、 し

、 分の 用の の た 、 , の した の種類 、
等 、 の の し、 し

の の の の 等の した の た
取得等 の 用し、 用し し

、 、 の 、 の 用
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税 を 用する場合

に特例適用 を確認 で る は、

をクリックし、 の

に でください。

の 事 の ックを することが

できます。

住宅取得等資金の について、「 は取

得」 は「 等」の らかを選択してくだ

さい。

が終わったら、 をク

リックしてください。

年 から 年 までの贈与税の

に る「住宅取得等資金の非課税」の適用

の について、「いい 」 は「はい」を選

択してください。

「 に する税制 の 」の適用を

る方は、 をク

リック 、適用 の確認を ってくだ

さい。

の に ては を て 。

で する場合は、

D

税 を 用する場合

特例適用 を確認 で い は、 事

について「はい」 は「いい 」を選択してくだ

さい。

事
例
５

36

取得等 の 用し

の 要 、 類 の
し

、 し

、 分の 用の の た 、 , の した の種類 、
等 、 の の し、 し

の の の の 等の した の た
取得等 の 用し、 用し し

、 、 の 、 の 用

贈与を た住宅取得等資金で、 しくは取

得 は 等をした住宅用の が 等住宅

に する は「はい」を、 し い は

「いい 」を選択してください。

住宅用の の しくは取得 は 等に

る の 結をした年 を してください。  

贈与を た年 を選択してください。

の で した、住宅の 、 年

税等の税率に て非課税 度額が ま

す。この事例では、住宅の は 等住宅に

し、 年 は 年 で 、

税等の税率は で ることから、非課税 度額は

です。

贈与 を た方 の リ

、住 、 年 を 選択 して

ください。

が終わったら、 をクリック

してください。

住宅取得等資金の金額を してください。

贈与 からの贈与に 取得した住宅取得等資金

について非課税の適用を る金額を してくだ

さい。この事例では が 度と ます。

住宅用の の しくは取得 は 等に

る対 の額 は 用の額に まれる 税等の税

率について、「 」 は「 」を選択してく

ださい。

年 の 得税 特 得税の確

書を した方は、 年 等の をしてく

ださい。

が終わったら、 をクリック

してください。

事 明書の を する には、

の に ックを れて、 等を

してください。

贈与を た の を してください。

の には、 金の は金 の

、 、 等を し、 金の には贈

与 の住 を してください。

、 の が で る には、

ック ック を ックします。
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を った贈与 とに、住宅取得等資金

の非課税適用後の残額 課税 に算 される

金額 について課税制度を選択します。

この事例では を選択します。

の贈与 から贈与に 取得した

について、 年 の年 に いて

算課税の適用を ている方は、暦年

課税の適用を られま ので

をクリックしてください。

の で した が表示されま

すので、確認してください。

、 は をクリックする

ことに 、 の ができま

す。

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

の贈与 から住宅取得等資金の贈与が る

は、 をクリックし、 の

に いて を選択した で、

に してください。

算課税 の適用を

る を する には、

をクリックします。

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

贈与税の の特例

の適用を る を する には、

をクリックします。

、 を して 事 明書

の を する には、 て ック

ック を ックします。

の贈与 暦年課税 の を する

には、 をクリックします。

事
例
５
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➐

をクリックすると、⑺欄

の「⑹に対する税額」の計算方法等が確認で

きます。この事例では、「特例税率」を適用

して計算された贈与税額が表示されます。

計算結果の確認

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

をクリックすると、

住宅取得等資金の非課税の計算明細書を確認

することができます。

住宅取得等資金の非課税の適用を受ける

場合には、期限内申告が必要です。

ご注意ください

贈与税額が０円であっても、

住宅取得等資金の非課税の適用後の残額に

ついて選択した課税制度に基づく計算結果が

表示されているか確認してください。

この事例では暦年課税を適用し、特例税率

を適用して計算した贈与税額が表示されま

す。

➑

事
例
５
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
５

記し
（ ）

の

分 記

要

記

の

し

の
た

、71、72
の

の の
細

用

3

3 5 2 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サッホ゜ロ シロウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

4 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 3 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

××××××××○○○ ○
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32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

事
例
５

記し
（ ）

の

分 記

要

記

の

し

の
た

、71、72
の

の の
細

用

3

3 5 2 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サッホ゜ロ シロウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

4 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 3 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

××××××××○○○ ○

(注) 得 とは、 の と の合計額に、 得金額、山林 得金額を加 した金額です。

告 の 得 ある場合には、それらの 得金額（ （ ）期譲 得については特別 除 の

金額）の合計額を加 した金額です。

事業 得、 動産 得、 与 得、 合 の利 得・配当 得・ 期譲 得及び雑 得の合計

額（ 益の通 の金額）

合 の 期譲 得と 得の合計額（ 益の通 の金額）の の の金額

ただし、 除（ 、雑 、居住用財産の え等の場合の譲 及び特定居住用財産の譲

の 除など）を受けている場合は、その適用 の金額をいいます。

札幌  太郎

札幌  史郎

札幌市中央区△△条×丁目×番×号 札幌市中央区△△条
×丁目×番×号サッホ゜ロ タロウ

1

0 3 0 9 1

2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

○札幌市中央区△△条△丁目×番

札幌市中央区△△条△丁目×番地（家屋番号□番□）

○ ○ ○ ○ × × × × △ △ △ △

○○○○× × × ×

10 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

8

3 2 2 0 5 1 0

札幌中4 2 24

、

し

種 、

産 記

、

記 の

の

類 の

・ ・ の

△ △ △ △ △

取得等

の の 用

記 し

記

の し
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
６

の 要 61 62 、 類 53
54 の 57 58 の し

取得等 の 取得等 の た の の

用

財産

記

要

の

50

記し

の

50

記し

3

3 6 3 0 1 0 1

名古屋北

会社員

ナコ゛ヤ イチロウ

×××

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋  一郎

××× ××××××× ××××

4 2 18

32 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

0

××××××××△△△ △

、 分の 用の 取得 た 、 の 、 の
の した の種類 、 等 、 の

の取得 し、 し の
の取得の の 等の した の た

取得等 の 用し、 し た 、
取得等 の た の の の 用
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32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

事
例
６

(注) 得 とは、 の と の合計額に、 得金額、山林 得金額を加 した金額です。

告 の 得 ある場合には、それらの 得金額（ （ ）期譲 得については特別 除 の

金額）の合計額を加 した金額です。

事業 得、 動産 得、 与 得、 合 の利 得・配当 得・ 期譲 得及び雑 得の合計

額（ 益の通 の金額）

合 の 期譲 得と 得の合計額（ 益の通 の金額）の の の金額

ただし、 除（ 、雑 、居住用財産の え等の場合の譲 及び特定居住用財産の譲

の 除など）を受けている場合は、その適用 の金額をいいます。

名古屋  吾郎

名古屋  一郎

名古屋市北区○○丁目×番×号
ナコ゛ヤ コ゛ロウ

1

0 3 0 6 0

3 3 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ☆ ☆ ☆ ☆

○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

名古屋市北区〇〇丁目×番

名古屋市北区〇〇丁目×番地（家屋番号□番□）

6

0 3 0 4 1 3

3 3 8 0 3 0 5

名古屋北4 2 18

☆ ☆ ☆ ☆

取得等

の の 用

記 し

記

の し

、

し

の財

産の

記し

種 、

産 記

、

記 の

の

類 の

・ ・ の

の

類 の

・ ・ の

名古屋市北区×丁目×番×号
□□銀行△△支店
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㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

事
例
６

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 の （「住宅取得等資金の

」の適用を受ける のみ）及び に加えて、「相 出書」（ 73 参 ）の 出

となります。

は、 の ( 2 に作 します。

取得等

の た

の

の の

用

、□ 記

し

記

の

し

の

48

記し

の

48

記し

の

の 49

記し

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
例
６

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 の （「住宅取得等資金の

」の適用を受ける のみ）及び に加えて、「相 出書」（ 73 参 ）の 出

となります。

は、 の ( 2 に作 します。

取得等

の た

の

の の

用

、□ 記

し

記

の

し

の

48

記し

の

48

記し

の

の 49

記し

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）

4 2

3

18

63 1 1

38 53

長男

×××-×××× ××× ××× ××××

名古屋北

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋市北区○○丁目×番×号

名 古 屋　一 郎
ナ   ゴ   ヤ　 イチ ロウ

名 古 屋　吾 郎
ナ   ゴ   ヤ　　 ゴ  ロウ

（

（ ） ）

人

人

✓

の の 、
・ 等 の の 用
・ 等 の の の 用し

の 類の
載し
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42

分用

取得等 の の 類 の区分

（注）1 には、 年 15 に いて屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる

の にあるもの 含まれます。

2 取得 の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲

の取得の対価に てている場合であっても、 年 15 までにその引 しを受けていなければなりません。

3 等 には、 年 15 に いて 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、 存の家屋と

となって土地に定 した建造物として られる の にあるもの 含まれます。

4 「 住宅取得等資金の 」又は「 に係る住宅取得等資金の 」と「 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」とを 用して適用する場合には、それ れの特例用の により 目や添付書 を

する あります。

取得等 の の の の 要

「 住宅取得等資金の 」の適用を受ける の しくは に 当することとなった場合又は「 住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」 しくは「 に係る住宅取得等資金の 」の適用を
受ける の に 当することとなった場合には、 特例の適用 されます。

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受
けて 築 しくは取得又は 築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定

る自 により （通常の によっては原 な を含みます。 です。）をした場合
年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築
等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 、その住宅用の家屋 によ
り をした場合

53

53

57

57
取 得

等

55

55

59

59

用の

の取得等

の

60

取得等 の
た

の
の

住宅用の家屋に対し

て 築又は 築など

の 事をした場合

用

の種類

（注 住宅）

などにより住宅用の

家屋を 築した場合

建売住宅や 譲
を売 などにより住宅
用の家屋として 入した場
合

   

取 得 等

の

、61
し

の 用

の

   
の 用

の

の しの し

　 に る の に て 用する なります。な 、 特例の の には、そ

の適用に な書 の 記載されています。また、 に係る住宅取得等資金の を適用する場合には、

取得等 の の「 」及び「添付書 」を 用しますので、 しくは に

ください。 って、 及び の は に 載しています。

取得等 の の については61 を、 取得等 の た の

の の については62 を、「 取得等 の 」の については63 を参

してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けたこと あ

ります 。

用の の 取得
築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き 築（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれらの ら取得（その敷地の用に供

されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）又は取得

（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含みます。）又は住宅

用の家屋の取得をしています 。 

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はその 有 の

積）は 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなたの居住の用に供され

るものです 。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 2 年 内（ 建築物の場合は25年 内）に

建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

 建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして の 類

の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋(上記 及び のい れにも 当しないものに ります。)で、その

住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うことにつき の 類

の ・ ・ の の 書等に いて 事などに をし、 年 1 まで

にその によりその住宅用の家屋 に適合することとなったことにつき、 の 類

の ・ ・ の の証明書等により証明 されたもの

分 取得等 の の

当する を

で んでください

　この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受けること

できます。な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

の の 取得用 を せて 用ください。な 、

は に 載しています。

　 21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

　 年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

　 年 1 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1　上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 1で してください。

　2　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に、「 額 に関する事 」の「
12 に る書 により証明されたもの」を「 12 に る書 により証明される みであるもの」に えて してください。 

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築又は取得をした住宅用の家屋の 記
上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる
の をいいます。

 　　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲
の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引 しを受けていなければなりません。

 　　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、この特例の適用を受け
ることはできません。

の

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 12」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

0

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住
者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの

の については1 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、 年12 31

までに なくその家屋に居住する みです 。）。

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

2 年 12 31 まで

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年 12 31 まで

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合
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42

分用

取得等 の の 類 の区分

（注）1 には、 年 15 に いて屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる

の にあるもの 含まれます。

2 取得 の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲

の取得の対価に てている場合であっても、 年 15 までにその引 しを受けていなければなりません。

3 等 には、 年 15 に いて 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、 存の家屋と

となって土地に定 した建造物として られる の にあるもの 含まれます。

4 「 住宅取得等資金の 」又は「 に係る住宅取得等資金の 」と「 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」とを 用して適用する場合には、それ れの特例用の により 目や添付書 を

する あります。

取得等 の の の の 要

「 住宅取得等資金の 」の適用を受ける の しくは に 当することとなった場合又は「 住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」 しくは「 に係る住宅取得等資金の 」の適用を
受ける の に 当することとなった場合には、 特例の適用 されます。

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受
けて 築 しくは取得又は 築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定

る自 により （通常の によっては原 な を含みます。 です。）をした場合
年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築
等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 、その住宅用の家屋 によ
り をした場合
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59

59

用の

の取得等

の

60

取得等 の
た

の
の

住宅用の家屋に対し

て 築又は 築など

の 事をした場合

用

の種類

（注 住宅）

などにより住宅用の

家屋を 築した場合

建売住宅や 譲
を売 などにより住宅
用の家屋として 入した場
合

   

取 得 等

の

、61
し

の 用

の

   
の 用

の

の しの し

　 に る の に て 用する なります。な 、 特例の の には、そ

の適用に な書 の 記載されています。また、 に係る住宅取得等資金の を適用する場合には、

取得等 の の「 」及び「添付書 」を 用しますので、 しくは に

ください。 って、 及び の は に 載しています。

取得等 の の については61 を、 取得等 の た の

の の については62 を、「 取得等 の 」の については63 を参

してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けたこと あ

ります 。

用の の 取得
築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き 築（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれらの ら取得（その敷地の用に供

されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）又は取得

（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含みます。）又は住宅

用の家屋の取得をしています 。 

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はその 有 の

積）は 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなたの居住の用に供され

るものです 。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 2 年 内（ 建築物の場合は25年 内）に

建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

 建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして の 類

の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋(上記 及び のい れにも 当しないものに ります。)で、その

住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うことにつき の 類

の ・ ・ の の 書等に いて 事などに をし、 年 1 まで

にその によりその住宅用の家屋 に適合することとなったことにつき、 の 類

の ・ ・ の の証明書等により証明 されたもの

分 取得等 の の

当する を

で んでください

　この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受けること

できます。な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

の の 取得用 を せて 用ください。な 、

は に 載しています。

　 21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

　 年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

　 年 1 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1　上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 1で してください。

　2　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に、「 額 に関する事 」の「
12 に る書 により証明されたもの」を「 12 に る書 により証明される みであるもの」に えて してください。 

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築又は取得をした住宅用の家屋の 記
上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる
の をいいます。

 　　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲
の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引 しを受けていなければなりません。

 　　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、この特例の適用を受け
ることはできません。

の

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 12」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

0

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住
者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの

の については1 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、 年12 31

までに なくその家屋に居住する みです 。）。

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

2 年 12 31 まで

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年 12 31 まで

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合
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の            の   

11

15 し の し
用の の 取得 の用 の用 記載

した 類
取得 した 用の の用 類

分 取得等 の の 類 取得用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 12 は、53 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。 (注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 取得

2
・
1  

住宅用の家屋の の の しや の しなどで の内容を明ら にする書
築に係る 又は取得の相手方（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又

は供されている土地等の取得の相手方を含みます。）
築又は取得に係る の をした年

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって 積及び築年 明

ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得をした住宅用の家屋の敷

地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得したときには、その土地等に関する 記事 証明

書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類  

(注 )

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うことにつ
き をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等（取得した

、 の の の 要
等書明証等書

a の の の

b 
c の し

d 
類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに り、証明書等は、 年
15 までに に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

の

の
の しなどで

た
の 用の
の

類
（ 事の 定年
の記載 あるものに
ります。）

した 用の
の用 し

た 記
の 類

類

の

12

取得した 用の 等 の し

15 の 取得し
に るい れ の書

a 

b の し

c 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

d 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

(注)1 「住宅 証明書」は、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の

年 内又は取得の にその証明のた の家屋の したものに ります。

  2

3　 及び については、 築又は建築 用されたことのない住宅用の家屋の取得の場合に ります。

「建 住宅 価書の し」は、 に るもののい れ の を有すること 証明されるものに りま

す。な 、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の 年 内又は取

得の に 価されたものに ります。

等 等 等 又は 等 又は 建築物  

齢者等配 対 等 、 又は

の

した
用の の

した

記の 類

類

　 築又は取得に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築又は取
得に係る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

その家屋 住宅用の家
屋に 当すること及び

積を明ら にする
書

１
・
２

1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の し
たものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、 等 に
係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保険 その
家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出

をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること できます。

の

用の 記

54



         

の            の   

11

15 し の し
用の の 取得 の用 の用 記載

した 類
取得 した 用の の用 類

分 取得等 の の 類 取得用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 12 は、53 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。 (注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 取得

2
・
1  

住宅用の家屋の の の しや の しなどで の内容を明ら にする書
築に係る 又は取得の相手方（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又

は供されている土地等の取得の相手方を含みます。）
築又は取得に係る の をした年

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって 積及び築年 明

ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得をした住宅用の家屋の敷

地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得したときには、その土地等に関する 記事 証明

書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類  

(注 )

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うことにつ
き をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等（取得した

、 の の の 要
等書明証等書

a の の の

b 
c の し

d 
類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに り、証明書等は、 年
15 までに に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

の

の
の しなどで

た
の 用の
の

類
（ 事の 定年
の記載 あるものに
ります。）

した 用の
の用 し

た 記
の 類

類

の

12

取得した 用の 等 の し

15 の 取得し
に るい れ の書

a 

b の し

c 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

d 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

(注)1 「住宅 証明書」は、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の

年 内又は取得の にその証明のた の家屋の したものに ります。

  2

3　 及び については、 築又は建築 用されたことのない住宅用の家屋の取得の場合に ります。

「建 住宅 価書の し」は、 に るもののい れ の を有すること 証明されるものに りま

す。な 、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の 年 内又は取

得の に 価されたものに ります。

等 等 等 又は 等 又は 建築物  

齢者等配 対 等 、 又は

の

した
用の の

した

記の 類

類

　 築又は取得に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築又は取
得に係る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

その家屋 住宅用の家
屋に 当すること及び

積を明ら にする
書

１
・
２

1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の し
たものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、 等 に
係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保険 その
家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出

をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること できます。

の

用の 記

11

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。
(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住

者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの
の については10 を ください。

12
あなたは、 に 築等をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、

年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ 13 の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受け

ること できます。な 、この は、 用の の 等 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築等をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1 上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 で してください。
2

分 取得等 の の

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を
受けたこと あります 。

用の の 等

あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き住宅用の家屋の 築等（これらの
らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含
みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等の 事 （ 築等の 事の に る
を含みます。）しています 。

(注) 「 築等の 事の に る 」とは、 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、

存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の をいいます。

築等をした住宅用の家屋は 内にあり、 築等 の住宅用の家屋の 記 上の 積
（ 有建物の場合はその 有 の 積）は40 上240 で、 つ、その家屋の 積の

の 上に相当する あなたの居住の用に供されるものです 。

築等に係る 事は、あなた 有し、 つ、居住している家屋に対して ったもので、 定の
事に 当することにつき、56 の 類 の に る書 により証明

されたものです 。

10

築等に係る 事に した 用の額は100 上です 。
また、 築等の 事に した 用の額の の 上 、あなたの居住の用に供する の 事

に したものです 。

の

当する を

で んでください

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 13」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

13

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合

の の 等用 を

は に 載しています。

せて 用ください。な 、

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築等をした の住宅用の家
屋の 記 上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築等 に関する事 」の「 築等をした」を「 築等をする」に、「 事に した」を「 事に す
る」に、「 額 に関する事 」の「 13 に る書 により証明されたもの」を「 13 に る書 により証明される みであるもの」
に えて してください。

2 年 12 31 まで

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年12 31 まで
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の   の   

分 取得等 の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 13 は、55 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。(注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 等

・
13

住宅用の家屋の 等 の の しなどで の内容を明ら にする書

・

15 等の し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書に

よって 積 明ら でないときには、それを明ら

にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金銭

により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地の用

に供されることとなる土地等を取得したときには、そ

の土地等に関する 記事 証明書も せて 出してく

ださい。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類 類

15 等の し

に るい れ の書
a の し
b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について う

、 又は の 入を する に係る

又は である場合には、住宅 保 保険

引受けを った 事 保 保険

されていることを証する書 も せて 出し

てください。

15 等の

等 した
記の 類 類

10 

15 等の し

等 の の しなどでそ

の 築等に係る 事 した年 びにその
築等に係る 事に した 用の額及びその明細

を明ら にするもの

15 等の

等 した
記の 類 類

12

15 し の し
用の の 等 の用 の用 記載し

た 類
等 した 用の の用 類

の

13

等 した 用の 等 の し

15 等の し

に るい れ の書
a 
b の し
c 等

(注) 「 築等 事証明書」は、 築等に係る 事 住

宅用の家屋を 等住宅の に適合させるた のも

のであることについて証明されたものに ります。

15 等の

等 した 記
の 類 類

　 築等に係る 事の の相手方（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）

　 築等に係る 事の の をした年 　
　 築等に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築等に係
る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

１
・
２

用の 記

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の

しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出をする

ことにより、 記事 証明書の原 の添付を するこ

と できます。
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の   の   

分 取得等 の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 13 は、55 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。(注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 等

・
13

住宅用の家屋の 等 の の しなどで の内容を明ら にする書

・

15 等の し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書に

よって 積 明ら でないときには、それを明ら

にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金銭

により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地の用

に供されることとなる土地等を取得したときには、そ

の土地等に関する 記事 証明書も せて 出してく

ださい。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類 類

15 等の し

に るい れ の書
a の し
b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について う

、 又は の 入を する に係る

又は である場合には、住宅 保 保険

引受けを った 事 保 保険

されていることを証する書 も せて 出し

てください。

15 等の

等 した
記の 類 類

10 

15 等の し

等 の の しなどでそ

の 築等に係る 事 した年 びにその
築等に係る 事に した 用の額及びその明細

を明ら にするもの

15 等の

等 した
記の 類 類

12

15 し の し
用の の 等 の用 の用 記載し

た 類
等 した 用の の用 類

の

13

等 した 用の 等 の し

15 等の し

に るい れ の書
a 
b の し
c 等

(注) 「 築等 事証明書」は、 築等に係る 事 住

宅用の家屋を 等住宅の に適合させるた のも

のであることについて証明されたものに ります。

15 等の

等 した 記
の 類 類

　 築等に係る 事の の相手方（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）

　 築等に係る 事の の をした年 　
　 築等に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築等に係
る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

１
・
２

用の 記

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の

しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出をする

ことにより、 記事 証明書の原 の添付を するこ

と できます。

47

分 取得等 の た の の の

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の
特例」を適用すること できる どう について な 目を したものです。 欄の のみに ある場合には、原

てこの特例の適用を受けること できます。
な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

 また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合
　年 15 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により （通常の によって

は原 な を含みます。）をした場合
上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に えて してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）である 定相 又は です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

用の の 取得

築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き

築（これらの らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれ

らの ら取得（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み

ます。）又は取得（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の

額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含み

ます。）又は住宅用の家屋の取得をしています 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物
として られる の をいいます。

　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭
を建売住宅又は 譲 の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引

しを受けていなければなりません。
　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、こ

の特例の適用を受けることはできません。

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はそ

の 有 の 積）は 0 上で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなた

の居住の用に供されるものです 。

(参考) 「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、適用対 となる家屋の 積に上 （2 0 ）

ありますので 注 ください。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 20年 内（ 建築物の場合

は25年 内）に建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして58 の

類 の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋（上記 及び のい れにも 当しないものに り

ます。）で、その住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うこと

につき58 の 類 の ・ ・ の の 書等に いて

事などに をし、 年 15 までにその によりその住宅用の家屋 に

適合することとなったことにつき、58 の 類 の ・ ・ の の

証明書等により証明 されたもの

の

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。
(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る

居住 者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。こ
れらの の については10 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、
年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

当する を

で んでください

とし

は に 載しています。
の の 取得用 を せて 用ください。な 、
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住宅用の家屋の の の しや の しなど、 取得の
（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等の取得

の相手方を含みます。） 類
(注) 上記の内容 記事 証明書で明ら になる場合は、 記事 証明書で差し支えありません。

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって

積及び築年 明ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得

をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取

得したときには、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類

(注)1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の

したものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、

等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保

険 その家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うこと
につき をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等 取

得した 、 の の の 要

等書明証等書
a の の の

b 
c の し

d 
の

類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに ります。

2 証明書等は、 年 15 までに に適合することとなった住宅用の

家屋に係るものに ります。

3 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は である

ものに ります。

15
の

の
の しなどでその

家屋 住宅用の家屋に
当すること及び 積を
明ら にする書

た の
用の の

類（ 事の
定年 の記載 ある

ものに ります。）
した 用の
の用 した

記 の
類

類

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」
の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ は、57 の の 号に対

しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

分 取得等 の た の の の 類 取得用

類

・

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年
受贈者 贈与者の 定相 又は であること

用の の 取得

の

15 し の し
用の の 取得 の用 の用

記載した 類
取得 した 用の の用 類

の 要 類

10 

         

の            の

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載
のある書 の 出をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること で
きます。

用の 記
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住宅用の家屋の の の しや の しなど、 取得の
（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等の取得

の相手方を含みます。） 類
(注) 上記の内容 記事 証明書で明ら になる場合は、 記事 証明書で差し支えありません。

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって

積及び築年 明ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得

をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取

得したときには、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類

(注)1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の

したものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、

等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保

険 その家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うこと
につき をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等 取

得した 、 の の の 要

等書明証等書
a の の の

b 
c の し

d 
の

類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに ります。

2 証明書等は、 年 15 までに に適合することとなった住宅用の

家屋に係るものに ります。

3 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は である

ものに ります。

15
の

の
の しなどでその

家屋 住宅用の家屋に
当すること及び 積を
明ら にする書

た の
用の の

類（ 事の
定年 の記載 ある

ものに ります。）
した 用の
の用 した

記 の
類

類

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」
の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ は、57 の の 号に対

しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

分 取得等 の た の の の 類 取得用

類

・

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年
受贈者 贈与者の 定相 又は であること

用の の 取得

の

15 し の し
用の の 取得 の用 の用

記載した 類
取得 した 用の の用 類

の 要 類

10 

         

の            の

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載
のある書 の 出をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること で
きます。

用の 記

49

分 取得等 の た の の の

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特

例」を適用すること できる どう について な 目を したものです。 欄の のみに ある場合には、原

この特例の適用を受けること できます。

な 、この は、 用の の 等 した を対 としています。

　また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

は に 載しています。

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築等をした 、その住宅用の家屋 により （通常の によっては原

な を含みます。）をした場合

あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き住宅用の家屋の 築等（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得

を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等の 事 （ 築等の 事の に る

を含みます。）しています 。

(注) 「 築等の 事の に る 」とは、 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有

し、 存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の をいいます。

築等をした住宅用の家屋は 内にあり、 築等 の住宅用の家屋の 記 上の 積

（ 有建物の場合はその 有 の 積）は 40 上で、 つ、その家屋の 積の の

上に相当する あなたの居住の用に供されるものです 。

(参考) 「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、適用対 となる家屋の 積に上 （240

） ありますので 注 ください。

築等に係る 事は、あなた 有し、 つ、居住している家屋に対して ったもので、 定の

事に 当することにつき、60 の 類 の に る書 により証明

されたものです 。

築等に係る 事に した 用の額は 100 上です 。
また、 築等の 事に した 用の額の の 上 、あなたの居住の用に供する の 事

に したものです 。

用の の 等

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）である 定相 又は です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

の

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居

住 者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これ

らの の については10 を ください。

10
あなたは、 に 築等をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、
年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

当する を

で んでください

として

の の 等用 を せて 用ください。な 、

　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築等 に関する事 」の「 築等をした」を「 築等をする」に、「 事に した」を「 事に する」に

えて してください。
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の特例」の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ 10 は、 の

分 取得等 の た の の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の 号に対 しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

の 要 類

11

の

住宅用の家屋の 等 の の しなど 等 の （その敷地の用
に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。） 類

・

15 等の
し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書

によって 積 明ら でないときには、それを明

ら にする書 も です。

2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金

銭により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地

の用に供されることとなる土地等を取得したときに

は、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出

してください。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類
類

15 等の
し

に るい れ の書
a の し

b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について

う 、 又は の 入を する に

係る 又は である場合には、住宅 保

保険 引受けを った 事

保 保険 されていることを証する書

も せて 出してください。

15 等の

等 した
記の 類
類

15 等の
し

等 の の しなどで
その 築等をした年 びにその 築等に
係る 事に した 用の額及びその明細を明ら
にするもの

15 等の

等 した
記の 類
類

10

15 し の し
用の の 等 の用 の用

記載した 類
等 した 用の の用 類

用の の 等

の の

類

・

の の などで、 の内容を証する書

受贈者の 名、生年

受贈者 贈与者の 定相 又は であること

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書

の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出を

することにより、 記事 証明書の原 の添付を

すること できます。

用の 記
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の特例」の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ 10 は、 の

分 取得等 の た の の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の 号に対 しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

の 要 類

11

の

住宅用の家屋の 等 の の しなど 等 の （その敷地の用
に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。） 類

・

15 等の
し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書

によって 積 明ら でないときには、それを明

ら にする書 も です。

2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金

銭により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地

の用に供されることとなる土地等を取得したときに

は、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出

してください。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類
類

15 等の
し

に るい れ の書
a の し

b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について

う 、 又は の 入を する に

係る 又は である場合には、住宅 保

保険 引受けを った 事

保 保険 されていることを証する書

も せて 出してください。

15 等の

等 した
記の 類
類

15 等の
し

等 の の しなどで
その 築等をした年 びにその 築等に
係る 事に した 用の額及びその明細を明ら
にするもの

15 等の

等 した
記の 類
類

10

15 し の し
用の の 等 の用 の用

記載した 類
等 した 用の の用 類

用の の 等

の の

類

・

の の などで、 の内容を証する書

受贈者の 名、生年

受贈者 贈与者の 定相 又は であること

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書

の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出を

することにより、 記事 証明書の原 の添付を

すること できます。

用の 記

の の

（注）

の 要等主な

　この の適用 などについては、33 の 又は
に 載されている「贈与 の 告のし た 特例のあらまし等（贈与

の配偶者 除の特例） 」を ください。

の 要

取得等 の   

記 の

用の の種類 等
記 の

7 1 31 1,500 1,000

8
31

1, 00 700

1,000 500

用の の種類
等

記 の

31
31

3,000 ,500

1,500 1,000

(注)1 受贈者 との 額は、 築等をする住宅用の家屋の種 とに、受贈者 にこの特例
の適用を受けようとする住宅用の家屋の 築等に係る の に た金額となります。
な 、 にこの特例の適用を受けて贈与 となった金額 ある場合には、その金額を 除

した 額 額となります。ただし、上記 の に ける 額は、 31 年 31
までに住宅用の家屋の 築等に係る を し、 にこの特例の適用を受けて贈与 と

なった金額 ある場合でも、その金額を 除する はありません。
また、 31 年 に住宅用の家屋の 築等に係る を してこの特例の適用を受け

る場合に いて、上記 及び の の 額のい れも適用できるときは、これらの金額のう
い れ い金額となります。

用の の 等

の

用の の 等

の

1 31

1 31

の 要

　 2 年 ら 年 12 31 までの に、 や など らの贈
与により、自 の居住の用に供する住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等（ 「 築
等」といいます。）の対価に てるた の金銭（ 「住宅取得等資金」といいます。）を取得し
た場合に いて、 定の を たすときは、 の 又は の の 額までの金額につ
いて、贈与 となります。

　 期 2 年 上である配偶者 ら、 居住用 動産（信託財産 居住用 動産である場
合の信託に関する 定の権利を含みます。）の贈与を受けた場合又は 金銭の贈与を受けその金銭
で居住用 動産を取得した場合（贈与を受けた金銭を信託し、その信託の受託者 信託財産とし
て居住用 動産を取得した場合の信託に関する 定の権利を含みます。）で、 及び の場合とも
それ れの贈与を受けた年の 年 1 までにその居住用 動産を受贈者の居住の用に供し、

つ、その 引き き居住の用に供する みであるときは、 除額（11 ）の に、
贈与された居住用 動産の価額と贈与を受けた金銭のう 居住用 動産の取得に てた の金
額との合計額 ら 2 （その合計額 2 に たないときにはその合計額）を 除す
ること できます。
　な 、この特例は、贈与 の 告書等に、この特例の適用により 除を受ける金額（配偶者
除額）その他 な事 を記載するとともに、33 の に る添付書 を 出した場合に

り、その適用を受けること できます。
1 「居住用 動産」とは、 ら居住の用に供する土地 しくは土地の上に存する権利又は家屋で 内にあ
るものをいいます。

2　 住宅などのように居住の用とそれ の用に供されている 動産である場合は、居住の用に供
している のみについて配偶者 除の特例 適用されます。

用の の 等 等の 等の

の
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得 の要

等 （注 ）

等住宅とは、 等 （ 等 等 しくは 等 上であるこ
と、 等 （構造

く

の 等 ） 上 しくは 建築物であること又は 齢者等配 対 等
（ 用 ） 上であることをいいます。）に適合する住宅用の家屋であることにつき、 のい れ の証明
書などを贈与 の 告書に添付することにより証明 されたものをいいます。

の種類（注 ） の

築をした住宅用の家屋
建築 用されたことのない住宅用の家屋
建築 用されたことのある住宅用の家屋（注 ）

築等をした住宅用の家屋（注 ）の し

の の 類

築をした住宅用の家屋
建築 用されたことのない住宅用の家屋

等 の の し

用 の し

の の 類

等 の の し

用 の し

（注）1 27 年 ら 28 年 31 までの に住宅 証明書などの あった場合には、 等
等 又は 等 上相当である住宅用の家屋も対 となります。

2 用 た の 用の の は、その取得の 年 内又は取得の に、その証明の
た の家屋の したもの又は 価されたものに ります。

3 用の の 等 した に、 等 に適合させるた の 事であることについての証明 され
た「 築等 事証明書」を、「住宅 証明書」又は「建 住宅 価書の し」に えること できます。

4 上記の証明書などの については、 土 通 に ください。

「住宅取得等資金の 」の適用を受ける の 年 の 得 に係る合計 得金額（ 参 ） 、
2 （ 築等をする住宅用の家屋の 積 上 の場合は、1 ）である場合には、
この特例の適用はありませんので 注 ください。
「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、 築又は取得をした住宅用の家屋（ 築等の場合は、

築等をした の住宅用の家屋）の 記 上の 積（ などの 有建物の場合はその 有
の 積） 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する 受贈者の居住の用
に供されるものであること です。

　この特例は、 の の （ 参 ）に贈与 の 告書及び 定の添
付書 を 出した場合に り、その適用を受けること できます。

取得等 の た の の

1 年 ら 年 12 31 までの に、 又は らの贈与により、

自 の居住の用に供する住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等の対価に てるた の

金銭を取得した場合で、 定の を たすときには、贈与者 その贈与の年の に い

て 60 であっても相 を すること できます。

又は の 60

住 等のた

の の を

た場合

記 の の

を た場合

の 要

2 の売 で、建築 用されたことのある住宅用の家屋（ 住宅）を取得する場合には、原
として 等 りませんので上記 の には 当しません。

3 の の 用 た 、 2 3 取得等 取得
、 用の の 等 し 要

　住宅取得等資金の の適用 の 額には、 年 にあっては 除（11 ）を適用
すること でき、また、相 （ 参 ）にあっては特別 除（2 ）を適
用すること できます。この相 の適用は、原 として、 や らの贈与に

られます。
　な 、この特例は、原 として、 の の （ 参 ）に贈与 の
告書及び 定の添付書 を 出した場合に り、その適用を受けること できます。

取得等 の

の 要

（注） 定の 及び 定の 額については、 に 載されている「 年

に係る住宅取得等資金の の 」又は「 年 に係る住宅取得等資

金の の 」を ください。

得 の 等 等 用

「住宅取得等資金の 」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」（ 、こ

の欄に いてこれらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。）の適用を受ける 、 得 の（特定 築

等）住宅借入金等特別 除の適用を受ける場合に いて、 の の金額 の金額を えるときには、その える

に相当する金額については、（特定 築等）住宅借入金等特別 除の適用はありませんので 注 ください。

住宅借入金等の年 の合計額
住宅用の家屋の 築、取得 しくは 築等（ 「住宅の取得等」といいます。）又は住宅用家屋の 齢者等居住 事

等を含 築等、（特定） 事等を含 築等 しくは特定 居 事等を含 築等（ 「住宅の
築等」といいます。）の対価の額又は 用の額（注 ） ら、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた の金額を差し引いた額（注 ）

（注）1 の住宅借入金等のう にその住宅用の家屋の敷地の用に供されている 定の土地等の取得に係るもの ある場合には、
その土地の対価を含みます。

2 住宅の取得等又は住宅の 築等に関し 金等の 付を受ける場合には、その 金等の額も差し引きます。

用要 た た の 等

「住宅取得等資金の 」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用を受

けて 年 の贈与 の 告をした で、 の ら のい れ に 当する 、 12 31 その

住宅用の家屋に居住していない場合には、これらの特例の適用を受けることはできませんので、 年 28

（ ）まで（ 記の に関する 上の の適用 ある場合には、 年 29 （木）まで）に、 年

の贈与 について 告書の 出及びその 告書の 出により 付することとなる 額の 付をしなけれ

ばなりません。

な 、 年 の贈与 の 告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用

を受けていた の場合には、相 出書の 出はな ったものとみなされます。

の

ー ー a.g では、 本大 により被害を た方の申告・ 等に
する パンフ ト、 手 に する 等を 載しています。この か、 本大 で被 された

の 度 等については、 ー ー . . をご ください。

　 により （通常の によっては原 な を含みます。）をし

た住宅に居住していた （居住しようとしていた を含みます。） 、

の に や など ら住宅取得等資金（ 1 参 ）の贈

与を受けた場合又は 定 等 れた に いてその 定 等の対

内に する住宅に居住していた （居住しようとしていた を含みます。） 、 の

区 等 た の 区 等 た

の に や など ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、 定の を

たすときは、 定の 額までの金額について、贈与 となります。

「住宅取得等資金の 」及び「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」の適用 など、 しくは、 に 載さ

れている 記の資料を ください。

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 居住していない
　 年 1 までに住宅用の家屋の 築に係る 事 （その 事の 屋 （その骨 みを含みま
す。）を有し、土地に定 した建造物として られる の まで 事 しているものに ります。）
していない
　 年 1 までに 築等に係る 事 （ 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有
し、 存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の まで 事 しているも
のに ります。）していない

の
　 に するや を得ない事 により、 年12 31 までにその住宅用の家屋に居住できな った場
合には、上記の 年12 31 の期 は、 年12 31 まで されます。
取得 の
　 に するや を得ない事 により、取得期 及び居住期 を 年 し、「住宅取得等資金の 」
又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」の適用を受けて 年 の贈与
の 告をした場合には、上記の 年12 31 の期 は、 年12 31 まで されます。

取得等 の 、 取得等 の た の の
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与 の 」等のあらまし（ 年 ）
　住宅取得等資金の贈与 の特例に係る （ 年 用）
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「

《合計所得金額と床面積の要件について》

省エネ等住宅」（注１）

省エネ等住宅とは、省エネ等基準（①断熱等性能等級４若しくは一次エネルギー消費量等級４以上であるこ
と、②耐震等級（構造躯

く

体の倒壊等防止）２以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級
（専用部分）３以上であることをいいます。）に適合する住宅用の家屋であることにつき、次のいずれかの証明
書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。

証明書などの種類（注４） 証明対象の家屋

Ａ 住宅性能証明書
① 新築をした住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋（注２）

④ 増改築等をした住宅用の家屋（注３）Ｂ 建設住宅性能評価書の写し

Ｃ

次のａ及びｂの書類

① 新築をした住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのない住宅用の家屋

ａ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

ｂ
住宅用家屋証明書（その写し） 又は

認定長期優良住宅建築証明書

Ｄ

次のｃ及びｄの書類

ｃ 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し

ｄ
住宅用家屋証明書（その写し） 又は

認定低炭素住宅建築証明書

（注）1 平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの間に住宅性能証明書などの申請があった場合には、断熱等性能
等級４又は一次エネルギー消費量等級４以上相当である住宅用の家屋も対象となります。

2 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前２年以内又は取得の日以降に、その証明の
ための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。

3 住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされ
た「増改築等工事証明書」を、「住宅性能証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができます。

4 上記の証明書などの発行については、国土交通省にお尋ねください。

〇 「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける人の令和３年分の所得税に係る合計所得金額（47ページ参照）が、
2,000万円超（新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円超）である場合には、
この特例の適用はありませんのでご注意ください。

〇 「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける場合には、新築又は取得をした住宅用の家屋（増改築等の場合は、
増改築等をした後の住宅用の家屋）の登記簿上の床面積（マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分
の床面積）が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の２分の１以上に相当する部分が受贈者の居住の用
に供されるものであることが必要です。

　この特例は、贈与税の申告書の提出期間内（６ページ参照）に贈与税の申告書及び一定の添
付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

３ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例

平成 15 年１月１日から令和３年 12 月 31 日までの間に、父母又は祖父母からの贈与により、

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための

金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の１月１日におい

て 60 歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

父母又は祖父母の年齢 60 歳

選択可

選択可

相続時精算課税

住宅取得等のため

の金銭の贈与を受

けた場合

上記以外の財産の

贈与を受けた場合

相続時精算課税

○　特例の概要

2 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋（中古住宅）を取得する場合には、原
則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。

3 この特例の適用を受けるためには、令和３年12月31日までに贈与により住宅取得等資金を取得する
だけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。

　住宅取得等資金の非課税の適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除（110万円）を適用
することができ、また、相続時精算課税（４ページ参照）にあっては特別控除（2,500万円）を適
用することができます。この相続時精算課税の適用は、原則として、父母や祖父母からの贈与に
限られます。
　なお、この特例は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内（６ページ参照）に贈与税の申
告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

４ 震災に係る住宅取得等資金の非課税

○ 特例の概要

（注） 一定の要件及び一定の非課税限度額については、国税庁ホームページに掲載されている「令和３年分『震

災に係る住宅取得等資金の非課税』のチェックシートⒹ－１」又は「令和３年分『震災に係る住宅取得等資

金の非課税』のチェックシートⒹ－２」をご覧ください。

《所得税の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を適用する場合》

「住宅取得等資金の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」（以下、こ

の欄においてこれらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。）の適用を受ける人が、所得税の（特定増改築

等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合において、次の１の金額が２の金額を超えるときには、その超える部

分に相当する金額については、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用はありませんのでご注意ください。

１ 住宅借入金等の年末残高の合計額
２ 住宅用の家屋の新築、取得若しくは増改築等（以下「住宅の取得等」といいます。）又は住宅用家屋の高齢者等居住改修工事

等を含む増改築等、（特定）断熱改修工事等を含む増改築等若しくは特定多世帯同居改修工事等を含む増改築等（以下「住宅の増
改築等」といいます。）の対価の額又は費用の額（注１）から、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた部分の金額を差し引いた額（注２）

（注）1 １の住宅借入金等のうちにその住宅用の家屋の敷地の用に供されている一定の土地等の取得に係るものがある場合には、
その土地の対価を含みます。

2 住宅の取得等又は住宅の増改築等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額も差し引きます。

《適用要件を満たさないこととなった場合の修正申告等について》

「住宅取得等資金の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受

けて令和３年分の贈与税の申告をした人で、次の１から３のいずれかに該当する人が、令和４年12月31日までにその

住宅用の家屋に居住していない場合には、これらの特例の適用を受けることはできませんので、令和５年２月28日

（火）まで（下記の災害に関する税制上の措置の適用がある場合には、令和６年２月 29日（木）まで）に、令和３年

分の贈与税について修正申告書の提出及びその修正申告書の提出により納付することとなる税額の納付をしなけれ

ばなりません。

なお、令和３年分の贈与税の申告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用

を受けていた人の場合には、相続時精算課税選択届出書の提出はなかったものとみなされます。

○ 災害に関する税制上の措置

○ 国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】では、東日本大震災により被害を受けた方の申告・納税等に関
する各種パンフレット、各種手続に使用する様式等を掲載しています。このほか、東日本大震災で被災された皆
様への支援制度情報等については、首相官邸ホームページ【https://www.kantei.go.jp/saigai】をご覧ください。

①東日本大震災により滅失（通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。）をし

た住宅に居住していた人（居住しようとしていた人を含みます。）が、平成27年１月１日から令

和３年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金（61ページ参照）の贈

与を受けた場合又は②警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象

区域内に所在する住宅に居住していた人（居住しようとしていた人を含みます。）が、その警戒

区域設定指示等が行われた日からその警戒区域設定指示等が解除された日以後１年を経過する日

までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を

満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

「住宅取得等資金の非課税」及び「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択

の特例」の適用要件など、詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載さ

れている下記の資料をご覧ください。

１　令和４年３月15日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をしたが居住していない人
２　令和４年３月15日までに住宅用の家屋の新築に係る工事が完了（その工事の状態が屋根（その骨組みを含みま

す。）を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態まで工事が進行しているものに限ります。）
していない人

３　令和４年３月15日までに増改築等に係る工事が完了（増築又は改築部分の屋根（その骨組みを含みます。）を有
し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態まで工事が進行しているも
のに限ります。）していない人

【居住期限の１年延長】
　災害に基因するやむを得ない事情により、令和４年12月31日までにその住宅用の家屋に居住できなかった場
合には、上記の令和４年12月31日の期限は、令和５年12月31日まで延長されます。

【取得期限及び居住期限の１年延長】 
　災害に基因するやむを得ない事情により、取得期限及び居住期限を１年延長し、「住宅取得等資金の非課税」
又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受けて令和３年分の贈与税
の申告をした場合には、上記の令和４年12月31日の期限は、令和５年12月31日まで延長されます。

【住宅取得等資金の非課税、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例】 
○ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし（令和３年５月）
○ 住宅取得等資金の贈与税の特例に係るチェックシート（令和３年分用）
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５ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（教育資金の非課税）

○ 制度の概要

詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「祖父母などから教

育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」をご覧ください。

jp】をご確認ください。

平成 25年４月１日から令和５年３月 31日までの間に、個人（30歳未満の一定の方に限ります。以

下この５において「受贈者」といいます。）が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基

づき、受贈者の直系尊属（父母や祖父母など。以下この５において「贈与者」といいます。）から①信託受

益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面

による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、これらの信託受益

権、金銭又は金銭等の価額のうち 1,500 万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関

等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

　なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額か

ら教育資金支出額（注１）（学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とします。以下

この５において同じです。）を控除した残額のうち、一定の計算をした金額（以下この５において「管

理残額」といいます。）を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

　また、受贈者が 30 歳（注２）に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、

非課税拠出額から教育資金支出額を控除（管理残額がある場合には、管理残額も控除します。）した残

額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

１　教育資金支出額とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等（領収書等）

により教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。

２　30 歳到達時において、現に学校等に在学している場合等には、最長で 40 歳まで延長されます。

なお、教育資金及び学校等の範囲については、文部科学省ホームページ【https://www.mext.go.

て の の 税の 税（ て の 税）

　平成27年４月１日から令和５年３月31日までの間に、個人（20歳以上50歳未満の一定の方に限り

ます。以下この６において「受贈者」といいます。）が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機

関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属（父母や祖父母など。以下この６において「贈与

者」といいます。）から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を

銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購

入した場合には、これらの信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当す

る部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出

することにより贈与税が非課税となります。

　なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その死亡日における非課税拠出額から結婚・子

育て資金支出額（注）（結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。以下この６に

おいて同じです。）を控除した残額（以下この６において「管理残額」といいます。）を、贈与者か

ら相続等により取得したこととされます。

　また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合

には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除（管理残額がある場合には、管理残額も控

除します。）した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

詳しくは、 ジ .nta.go.jp している

与を受けた場合の贈与税 まし」をご覧ください。

https://

(注）

確認ください。

なお、結婚・子育て資金の範囲については、内閣府ホームページ【https://www.cao.go.jp】をご

（注）　教育資金非課税申告書及び結婚・子育て資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しな
ければなりませんので、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに税
務署で行っていただく手続はありません。

（注） 結婚・子育て資金支出額とは、金融機関等の営業所等において、結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類

（領収書等）により結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。

７ 農地等についての納税猶予及び免除の特例

農業委員会
の証明

農業の継続

・ 農業経営の継続

・ 特例の対象となる農地等の保有継続

等

猶予税額
の免除

申告・担保提供

猶予税額の免除の場合

・ 先代経営者の死亡前の後継者の

死亡

・ 先代経営者の死亡（相続税の課

税対象とされ贈与税の猶予税額

は免除）

農地等の全部又は
一定以上の贈与

後継者の贈与税額のうち

特例の対象となる農地等

に対応する贈与税の納税

を猶予

贈与税の
申告期限

先代経営者、
後継者に関す
る要件の判定

・ 農業経営を廃止した場合

・ 特例の対象となる農地等の面積の20％
を超える農地等を譲渡等※した場合

等

猶予税額全額と利子税を納付（注）

（注） 20％以下の農地等の譲渡等の場合や
収用等による譲渡の場合には、その割
合に応じて猶予税額と利子税を納付

特例の対象となる
農地等

※ 「譲渡等」とは、①譲渡、贈与若しくは転用、②地上権、
永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定若
しくは消滅、又は③耕作の放棄をいいます。

この特例の適用を受けた農地等（以下「特例農地等」といいます。）は、贈与者の死亡の際、受贈

者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされ、その

時に農地等納税猶予税額は免除されます。

また、受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合には、受贈者の死亡の時に農地等納税猶予税額は

免除されます。

贈与者又は受贈者の死亡の日前に、この特例農地等について一定の事由が生じた場合には、その

農地等納税猶予税額の全部又は一部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなけれ

ばなりません。

　農業の後継者が贈与を受けた一定の農地等の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下に、

その農地等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます（猶予される贈与税額を「農地等納税猶

予税額」といいます。）。

　なお、この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書に一定の書類を添付して、その申告

書を贈与税の申告書の提出期間内に提出するとともに、農地等納税猶予税額及び利子税の額に見

合う担保を提供する必要があります。また、担保は必ずしも特例農地等でなくても差し支えあり

ませんが、その場合の担保については、９ページのハを参照してください。

この制度の適用要件など、詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載

されている下記の資料をご覧いただくか、税務署にお尋ねください。

○ 特例の概要

【農地等についての納税猶予及び免除の特例】
○　贈与税の申告のしかた
　・申告書の作成例等（農地等についての納税猶予及び免除の特例（暦年課税）を適用する場合）
　・特例のあらまし等（農地等についての納税猶予及び免除の特例）
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の た の の の

の 要

しくは、 に 載している「 など ら

資金の 贈与を受けた場合の贈与 の のあらまし」を ください。

を ください。

　 2 年 ら 年 31 までの に、 （3 の 定の方に ります。

この に いて「受贈者」といいます。） 、 資金に てるた 、金 機関等との 定の に

き、受贈者の （ や など。 この に いて「贈与者」といいます。） ら 信託受

益権を付与された場合、 書 による贈与により取得した金銭を 等に預入をした場合又は 書

による贈与により取得した金銭等で証券 社等で有価証券を 入した場合には、これらの信託受益

権、金銭又は金銭等の価額のう 1 までの金額に相当する の価額については、金 機関

等の営業 等を して 資金 告書を 出することにより贈与 となります。

　な 、 期 に贈与者 した場合には、原 として、その に ける 出額

ら 資金支出額（注 ）（ 等 の者に支 れる金銭については、 を とします。

この に いて です。）を 除した 額のう 、 定の計 をした金額（ この に いて「

額」といいます。）を、贈与者 ら相 等により取得したこととされます。

　また、受贈者 3 （注 ）に することなどにより、 資金 座に係る した場合には、

出額 ら 資金支出額を 除（ 額 ある場合には、 額も 除します。）した

額 あるときは、その 額はその に贈与 あったこととされます。

　 とは、金 機関等の営業 等に いて、 資金の支 の事 を証する書 等（ 書等）

により 資金の支 の事 され、 つ、記 された金額の合計額をいいます。

　3 に いて、現に 等に している場合等には、 で まで されます。

な 、 及び 等の については、

の の の の

　 2 年 ら 年 31 までの に、 （2 上 の 定の方に り

ます。 この に いて「受贈者」といいます。） 、 ・ て資金に てるた 、金 機

関等との 定の に き、受贈者の （ や など。 この に いて「贈与

者」といいます。） ら 信託受益権を付与された場合、 書 による贈与により取得した金銭を

等に預入をした場合又は 書 による贈与により取得した金銭等で証券 社等で有価証券を

入した場合には、これらの信託受益権、金銭又は金銭等の価額のう 1 までの金額に相当す

る の価額については、金 機関等の営業 等を して ・ て資金 告書を 出

することにより贈与 となります。

　な 、 期 に贈与者 した場合には、その に ける 出額 ら ・

て資金支出額（注）（ に して支 う金銭については、3 を とします。 この に

いて です。）を 除した 額（ この に いて「 額」といいます。）を、贈与者

ら相 等により取得したこととされます。

　また、受贈者 に することなどにより、 ・ て資金 座に係る した場合

には、 出額 ら ・ て資金支出額を 除（ 額 ある場合には、 額も

除します。）した 額 あるときは、その 額はその に贈与 あったこととされます。

しくは、 している

与を受けた場合の贈与 まし」を ください。

(注）

ください。

な 、 ・ の については、内 を

（ ） 書 書

（注） ・ とは、金 機関等の営業 等に いて、 ・ て資金の支 の事 を証する書

（ 書等）により ・ て資金の支 の事 され、 つ、記 された金額の合計額をいいます。

等 の の

（

）

20

付（ ）

（ ） 20

付

この特例の適用を受けた農地等（ 「特例農地等」といいます。）は、贈与者の の 、受贈

者 贈与者 ら相 又は 贈により取得したものとみなされて相 の の対 とされ、その

に農地等 額は 除されます。

また、受贈者 贈与者よりも に した場合には、受贈者の の に農地等 額は

除されます。

贈与者又は受贈者の の に、この特例農地等について 定の事 生 た場合には、その

農地等 額の 又は の られ、その 額と利 を 付しなけれ

ばなりません

　農業の 者 贈与を受けた 定の農地等の価額に対 する贈与 額は、 定の の に、

その農地等の贈与者の の まで されます（ される贈与 額を「農地等

額」といいます。）。

　な 、この特例の適用を受けるた には、贈与 の 告書に 定の書 を添付して、 の

の の するとともに、農地等 額及び利 の額に

合う する あります。また、 保は しも特例農地等でなくても差し支えあり

ません 、その場合の 保については、 の を参 してください。

 この の適用 など、 しくは、 に 載

されている 記の資料を いただく 、 に ください。

の 要

等 の の
　贈与 の 告のし た

　・ 告書の作 例等（農地等についての 及び 除の特例（ 年 ）を適用する場合）
　・特例のあらまし等（農地等についての 及び 除の特例）
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等 の の の 等

この特例等には、 特別 の の ら の の までの 定による
（「 」といいます。）と 特別 の ら の の までの 定による

（「 」といいます。）の つの あり、その は、 の のと りです。
な 、特例 については、 年 ら 年 までの 年 の とされ

ています。

の

特例

事 の計画 定等
年 内の特例 計画の 出

年 ら 年 まで

適用期
年 内の贈与・相 等

年 ら 年 まで
なし

対 株 （注 ）

合 贈与 、相 等

の株 ら の 者 の株 ら の 者

用 保 （注 ） 年

の 用

事業の

な事 生

た場合の 除

譲 対価の額等に き 計 した 額

を 付し、 の 額との差額を 除

なし

（ 額を 付）

相

の適用

上の贈与者 ら 上の者への贈与

（ 特別 の の 等）

上の贈与者 ら 上の 定相 ・ への贈与

（相 の ・ 特別 の の ）

（注） 権に のない株式等に ります。

用 保 を たさな った場合には、 小 業に ける 営の の に関する （

「 」といいます。） に き、 を たさな った 等を記載した 告書を

事に 出し、その を受ける あります。

な 、この 告書及び 書の しは、 期 に 定の 期 とに 出する 出書の添付書

とされて り、これらの書 の 出 な った場合には、 の に係る期 定することになりま

すので、 注 ください。

  

株式（注 ） 株式 の の まで（注 ）

R

R
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等 の の の 等

この特例等には、 特別 の の ら の の までの 定による
（「 」といいます。）と 特別 の ら の の までの 定による

（「 」といいます。）の つの あり、その は、 の のと りです。
な 、特例 については、 年 ら 年 までの 年 の とされ

ています。

の

特例

事 の計画 定等
年 内の特例 計画の 出

年 ら 年 まで

適用期
年 内の贈与・相 等

年 ら 年 まで
なし

対 株 （注 ）

合 贈与 、相 等

の株 ら の 者 の株 ら の 者

用 保 （注 ） 年

の 用

事業の

な事 生

た場合の 除

譲 対価の額等に き 計 した 額

を 付し、 の 額との差額を 除

なし

（ 額を 付）

相

の適用

上の贈与者 ら 上の者への贈与

（ 特別 の の 等）

上の贈与者 ら 上の 定相 ・ への贈与

（相 の ・ 特別 の の ）

（注） 権に のない株式等に ります。

用 保 を たさな った場合には、 小 業に ける 営の の に関する （

「 」といいます。） に き、 を たさな った 等を記載した 告書を

事に 出し、その を受ける あります。

な 、この 告書及び 書の しは、 期 に 定の 期 とに 出する 出書の添付書

とされて り、これらの書 の 出 な った場合には、 の に係る期 定することになりま

すので、 注 ください。

  

株式（注 ） 株式 の の まで（注 ）

R

R

小 業に ける 営の の に関する （ 「 」といいます。）の

定（注 ）を 事 ら受ける 上場 社の 者である受贈者（ 「特例 営 受贈

者」といいます。） 、贈与者 ら 上場 社の株式又は出資（ 「 上場株式等」といいま

す。）を贈与により取得（ 3 年 ら 年12 31 までの の のこの

の適用に係る贈与による取得（注 ）及び その取得の ら特例 営贈与 期 （注 ）の ま

での に贈与 の 告期 する贈与による取得に ります。）をし、その 社を 営して

いく場合には、特例 営 受贈者 付す き贈与 のう 、 定の 額の され、

贈与者 した場合等（注 ）には、その 又は 除されます。

　ただし、 除されるまでに、特例 の適用を受けた 上場株式等を の

、 の た の の 、 の 利

し 。

　な 、この の適用を受けるた には、 の の 類 し

するとともに される 額及び利 の額に 合う （この の適用を受ける 上場株

式等でなくても差し支えありません。） する あります。

　この の適用 など、 しくは、 に 載

されている 記の資料を ください。

等 の の の の の   

等の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年 1

までにその を 事に対して う あります。また、 の 定を受けるに当たっ

ては、 3 年 ら 年 31 までに 1 号に 定する特例 計画

を 事に 出し、 1 号に 当することについての の

事の を受ける あります。

　　　　 の 定、特例 計画の 出・ のた の具 的な や手 については、 社の たる

事 する の 当 に ください。 当 については、 「 上場株式

等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで くだ

さい。

　特例 営 受贈者 、その 社の 上場株式等について、 に 上場株式等についての相

の 及び 除の特例 の適用を受けている場合には、その適用に係る相 又は 贈（ 「相

等」といいます。）による取得となります。この相 の特例については「相 の 告のし た」を

参 してください（ です。）。

　「特例 営贈与 期 」とは、この の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の

出期 の ら に る のい れ い 又はこの の適用を受ける特例 営 受贈者 し

くは特例 営 受贈者に係る贈与者の の の のい れ い までの期 をいいます。

　特例 営 受贈者の のこの の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出

期 の 年を する

　特例 営 受贈者の の「 上場株式等についての相 の 及び 除の特例」の適用

に係る相 に係る相 の 告書の 出期 の 年を する

　贈与者 した場合、この の適用を受けた 上場株式等は、その贈与者 ら相 等により取得

したものとみなされて相 の の対 となります。な 、その 、 定の を たす場合には、そ

の相 についても の の特例 （ 特別 の の ）の適用 受けられます。

しくは、「相 の 告のし た」を ください。

の 要

 　あらまし
　 ・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし

・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）に係る 等に関する の

　 ・ 事業 の適用を受けられている方に 出書の 出について
・年 告書・ 出書の「 告 」について 告期 されている場合は 告 も されま
す

　 ・ 上場株式等についての相 ・贈与 の （ 保の 供に関する ）
 　

・（ 年 用）「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（特例 ）の適用 及び
出書

 　贈与 の 告のし た
　 ・ 告書の作 例等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例を適用し 年 を する場合）
　 ・特例のあらまし等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例等）
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　 の 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例 の適用を受ける特例 営 受
贈者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け
た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）である
定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

等 の の の の 用 の

用 の

　 の 定（注 ）を 事 ら受ける 上場 社の 者である受贈者（
「 営 受贈者」といいます。） 、贈与者 ら当 上場 社の 上場株式等を贈与によ
り取得（ 営贈与 期 （注 ）の までに贈与 の 告書の 出期 する贈与に
ります。）をし、その 社を 営していく場合には、 営 受贈者 付す き贈与 のう

、 定の 額の され、贈与者 した場合等には、その 又は 除さ
れます。
　ただし、 除されるまでに、 の適用を受けた 上場株式等を の

、 の た の の 、 の 利
し 。

　この の適用 など、 しくは、 に 載さ
れている 記の資料を ください。

等 の の の

等の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年 1 までに

その を う あります。この 定を受けるた の具 的な や手 については、 社の たる事

する の 当 に ください。 当 については、 「 上場株式等につ

いての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで ください。

　「 営贈与 期 」とは、この の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

ら に る のい れ い 又はこの の適用を受ける 営 受贈者 しくは 営 受贈

者に係る贈与者の の の のい れ い までの期 をいいます。

　 営 受贈者の のこの の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

年を する

　 営 受贈者の の「 上場株式等についての相 の 及び 除」の適用に係る相 に係

る相 の 告書の 出期 の 年を する

の 要

　 　あらまし
　 ・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし

・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）に係る 等に関する
の

　 ・ 事業 の適用を受けられている方に 出書の 出について
・年 告書・ 出書の「 告 」について 告期 されている場合は 告 も され
ます

　 ・ 上場株式等についての相 ・贈与 の （ 保の 供に関する ）
　 　

・（ 年 用）「 上場株式等についての贈与 の 及び 除」（ ）の適用 及び 出書

　 　贈与 の 告のし た
　 ・特例のあらまし等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例等）
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　 の 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例 の適用を受ける特例 営 受
贈者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け
た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）である
定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

等 の の の の 用 の

用 の

　 の 定（注 ）を 事 ら受ける 上場 社の 者である受贈者（
「 営 受贈者」といいます。） 、贈与者 ら当 上場 社の 上場株式等を贈与によ
り取得（ 営贈与 期 （注 ）の までに贈与 の 告書の 出期 する贈与に
ります。）をし、その 社を 営していく場合には、 営 受贈者 付す き贈与 のう

、 定の 額の され、贈与者 した場合等には、その 又は 除さ
れます。
　ただし、 除されるまでに、 の適用を受けた 上場株式等を の

、 の た の の 、 の 利
し 。

　この の適用 など、 しくは、 に 載さ
れている 記の資料を ください。

等 の の の

等の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年 1 までに

その を う あります。この 定を受けるた の具 的な や手 については、 社の たる事

する の 当 に ください。 当 については、 「 上場株式等につ

いての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで ください。

　「 営贈与 期 」とは、この の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

ら に る のい れ い 又はこの の適用を受ける 営 受贈者 しくは 営 受贈

者に係る贈与者の の の のい れ い までの期 をいいます。

　 営 受贈者の のこの の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

年を する

　 営 受贈者の の「 上場株式等についての相 の 及び 除」の適用に係る相 に係

る相 の 告書の 出期 の 年を する

の 要

　 　あらまし
　 ・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし

・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）に係る 等に関する
の

　 ・ 事業 の適用を受けられている方に 出書の 出について
・年 告書・ 出書の「 告 」について 告期 されている場合は 告 も され
ます

　 ・ 上場株式等についての相 ・贈与 の （ 保の 供に関する ）
　 　

・（ 年 用）「 上場株式等についての贈与 の 及び 除」（ ）の適用 及び 出書

　 　贈与 の 告のし た
　 ・特例のあらまし等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例等）
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の

の
の

の

利

の の
の

の ・

の
・ 、

要 の

の 用 産 の の 等

の 用 産 の の

　この特例の は、 の のと りです。な 、この特例については、 31年 ら 1
年12 31 までの1 年 の特例とされています。

　 の 定（注 ）を 事 ら受ける 者である受贈者（ 「特例事業受贈者」
といいます。） 、 告（ 特別 2 の の 定の適用に係るものに り
ます。）に係る事業（ 動産貸付業等を除きます。）を っていた贈与者 らその事業に係る
定の資産（特定事業用資産）の てを贈与により取得（ 31年 ら 1 年12 31
までの の取得で のこの特例の適用に係る贈与による取得及び その期 内の取得で
の取得の （注 ） ら 年を する までの の贈与による取得に ります。）をし、その

事業を営んでいく場合には、特例事業受贈者 付す き贈与 のう 、 定の 額の
され、特例事業受贈者 した場合等（注 ）には、その 又は 除されます。

　ただし、 除されるまでに、この特例の適用を受けた事業用資産を特例事業受贈者の事業の
用に供さなくなった場合など 定の場合には、その された 額の 又は について
の られ、その 額と利 を 付しなければなりません。

　な 、この特例の適用を受けるた には、 の の 類 し
するとともに される 額及び利 の額に 合う する あります。

　この の適用 など、 しくは、 に 載
されている 記の資料を ください。

の 用 産の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年の 1
までにその を う あります。また、 の 定を受けるに当たっては、 31年

ら 年 31 までに 1 号に 定する 事業 計画を 事
に 出し、 1 号に 当することについての の 事の
を受ける あります。

　　　　　 の 定に係る 書の 出に関する は特例事業受贈者の たる事 する
です。また、 事業 計画の 出に関する については贈与者の たる事 する

になります。 当 については、 「 の事業用資産についての贈与 ・相 の
・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで ください。

　特例事業受贈者 、その事業に係る特定事業用資産について、 に の事業用資産についての
相 の 及び 除 の適用を受けている場合には、「 の取得の 」は、その適用に係る相
又は 贈による取得の となります。
　贈与者 した場合、この特例の適用を受けた特定事業用資産は、その贈与者 ら相 又は 贈により
取得したものとみなされて相 の の対 となります。な 、その 、 定の を たす場合には、
その相 についても の 受けられます。 しくは、「相 の 告のし た」を ください。

の 要

 　 の事業用資産についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし
 （ 年 用）「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」の適用 及び 出書
 　贈与 の 告のし た

・特例のあらまし等（ の事業用資産についての贈与 の 及び 除等）
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　 その他や を得ない によって、 告書の 出期 までに 告・ 付 できないとき
は、受贈者の住 地の に することにより、その やんだ ら 内
に り、 告・ 付の期 されます。

110 た

の の 用財産

贈与 の 告 に、贈与を受けた財 によ を受けた場合で、 の のい れ に

当するときは、贈与 額の計 に けるその財産の価額は、 を受けた の価額を 除した価額と

すること できます。

1 贈与 の 価 の計 の とな 財産の価額の の る 0

2
産 ）、 産

） （ 」といいます。）

の の 等 等の
（注）の する年（その特 生 ら贈与 の 告書の 出

、その 年。 。）の らその特

生 の ま に贈与を受けた財産でその特 生 に いて していたものの

、 の る特 又は特 ある場合には、贈与 額の計 に けるそれらの価

は、

額

その特 生 に係る特 の の価額とすること できます。

とは の た
し た い と の

）

、

に （ 価 ます。） 上 る

の の

特 生 の する年の ら まで 贈与を受け、上記 適用を受

けること できる の贈与 の 告書の 特 （特 に係る

により れた 告に と特 生 の ら を する とのい

れ い をいいます。）の ある場合には、その贈与 の 告書の 出 は、その特

となります。

取 、 又は
す

はありません 、 の（ ）の期 の適用を受
けること できます。

の の 要等

、 の の 、 の の の 要等 、 し
、 載 記の

・ の 分 利 の ・ の
・ の 分 の た の の
・ の 分の た の の の
・ の 用 の の の

注

な 、この特例（ 特別 の ）の適用を受ける場合は、その「取得した財産の明細」

欄の「 場 等」に「 の 適用」と付記してください。

の 用 産 の の の 用 の
用 の

　 の「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」の適用を受ける特例事業受贈

者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け

た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）であ

る 定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

の の 細
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　 その他や を得ない によって、 告書の 出期 までに 告・ 付 できないとき
は、受贈者の住 地の に することにより、その やんだ ら 内
に り、 告・ 付の期 されます。

110 た

の の 用財産

贈与 の 告 に、贈与を受けた財 によ を受けた場合で、 の のい れ に

当するときは、贈与 額の計 に けるその財産の価額は、 を受けた の価額を 除した価額と

すること できます。

1 贈与 の 価 の計 の とな 財産の価額の の る 0

2
産 ）、 産

） （ 」といいます。）

の の 等 等の
（注）の する年（その特 生 ら贈与 の 告書の 出

、その 年。 。）の らその特

生 の ま に贈与を受けた財産でその特 生 に いて していたものの

、 の る特 又は特 ある場合には、贈与 額の計 に けるそれらの価

は、

額

その特 生 に係る特 の の価額とすること できます。

とは の た
し た い と の

）

、

に （ 価 ます。） 上 る

の の

特 生 の する年の ら まで 贈与を受け、上記 適用を受

けること できる の贈与 の 告書の 特 （特 に係る

により れた 告に と特 生 の ら を する とのい

れ い をいいます。）の ある場合には、その贈与 の 告書の 出 は、その特

となります。

取 、 又は
す

はありません 、 の（ ）の期 の適用を受
けること できます。

の の 要等

、 の の 、 の の の 要等 、 し
、 載 記の

・ の 分 利 の ・ の
・ の 分 の た の の
・ の 分の た の の の
・ の 用 の の の

注

な 、この特例（ 特別 の ）の適用を受ける場合は、その「取得した財産の明細」

欄の「 場 等」に「 の 適用」と付記してください。

の 用 産 の の の 用 の
用 の

　 の「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」の適用を受ける特例事業受贈

者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け

た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）であ

る 定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

の の 細
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（ 式）
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本人確認書類（写）添付台紙（ 式）

本人確認書類（写）添付台紙

※ 本人確認書類の写しの添付は、申告書等の提出の都度必要です。

住 所 
又 は 

事 業 所 
事 務 所 
居所など

氏 名

フ リ ガ ナ

の り し ろ 

◆ マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方

マイナンバーカードの表面及び裏面の を貼ってください。

◆ マイナンバーカードをお持ちでない方

「①番号確認書類」の と「②身元確認書類」の をそれぞれ貼ってください。 

※ 原本を貼ることのないよう、ご注意ください。

① 番 号 確 認 書 類

《本人のマイナンバーを確認できる書類の写し》

● 通知カード  
  (現在の氏名・住所等が記載されている場合に

限ります。)
● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

(マイナンバーの記載があるものに限ります。) 

などのうちいずれか１つ 

② 身 元 確 認 書 類

《記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類の写し》

● 運転免許証
● 公的医療保険の被保険者証 

(保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない 

程度にマスキング(塗りつぶし)をお願いします。)

● パスポート
● 身体障害者手帳 
● 在留カード    などのうちいずれか１つ

（マイナンバーカード表面） （マイナンバーカード裏面） 

※ のりしろに貼りきれない大きな書類の写しを本人確認書類として提出する場合は、この台紙の裏面部分に貼っ

てください。 
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本人確認書類（写）添付台紙（ 式）

本人確認書類（写）添付台紙

※ 本人確認書類の写しの添付は、申告書等の提出の都度必要です。

住 所 
又 は 

事 業 所 
事 務 所 
居所など

氏 名

フ リ ガ ナ

の り し ろ 

◆ マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方

マイナンバーカードの表面及び裏面の を貼ってください。

◆ マイナンバーカードをお持ちでない方

「①番号確認書類」の と「②身元確認書類」の をそれぞれ貼ってください。 

※ 原本を貼ることのないよう、ご注意ください。

① 番 号 確 認 書 類

《本人のマイナンバーを確認できる書類の写し》

● 通知カード  
  (現在の氏名・住所等が記載されている場合に

限ります。)
● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

(マイナンバーの記載があるものに限ります。) 

などのうちいずれか１つ 

② 身 元 確 認 書 類

《記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類の写し》

● 運転免許証
● 公的医療保険の被保険者証 

(保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない 

程度にマスキング(塗りつぶし)をお願いします。)

● パスポート
● 身体障害者手帳 
● 在留カード    などのうちいずれか１つ

（マイナンバーカード表面） （マイナンバーカード裏面） 

※ のりしろに貼りきれない大きな書類の写しを本人確認書類として提出する場合は、この台紙の裏面部分に貼っ

てください。 
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種 類 細      目 利 用 区 分 ・ 銘 柄 等

土 地

（土地の上に

存する権利を

含みます。）

田
自用地、貸付地、賃借権（耕作権）、永小作権の別

畑

宅地 自

に供される土地などの別

用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、居住建物（注）の敷地の用

山林
普通山林、保安林の別（これらの山林の地上権又は賃借権である

ときは、その旨）

その他の土地
原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の別（これらの土地の地上権、

賃借権、温泉権又は引湯権であるときは、その旨）

家 屋 家屋（構造及び用途）、構築物
家屋については自用家屋、貸家、居住建物（注）の別、構築物につ

いては駐車場、養魚池、広告塔などの別

事 業(農 業)

用財産

機械、器具

減価償却資産

機械、器具、農機具、自動車、船舶などについてはその名称と年式、

牛馬等についてはその用途と年齢、果樹についてはその樹種と樹齢、

営業権についてはその事業の種目と商号など

商品、製品、半製品、原材料、

農産物等

商品、製品、半製品、原材料、農産物等の別に、その合計額を「財

産の価額」欄に記入し、それらの明細は、適宜の用紙に記載して

添付してください。

売掛金

その他の財産 電話加入権、受取手形、その他その財産の名称

有 価 証 券

株式、

出資

上場株式等

その銘柄

取引相場

のない株

式、出資

配当還元

方式によ

ったもの

その他の

方式によ

ったもの

公債、社債

証券投資信託、貸付信託の受益

証券

現金、預貯金等
現金、普通預金、当座預金、定期預金、通常貯金、定額貯金、定

期積金、金銭信託などの別及び贈与の目的

家庭用財産 その名称と銘柄

その他の財産

（利益）

生命保険金等

立木 その樹種と樹齢（保安林であるときは、その旨）

その他

（参考

（注）「居住建物」とは、配偶者居住権の目的となっている建物をいいます。

）「取引相場のない株式、出資」の「細目」欄への記載については、例えば、「株式 配当還元方式」や「出資 そ

の他の方式」と記載していただいて差し支えありません。

取得した財産の種類、細目、利用区分・銘柄等の記載要領

1　事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、書画・骨

とうなどの別

2　自動車についてはその名称と年式、書画・骨とうなどについ

てはその名称と作者名など

3　著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合など贈与によ

って取得したものとみなされる財産（生命保険金等を除きます。）

については、その財産（利益）の内容

、農機具、その他の
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種 類 細      目 利 用 区 分 ・ 銘 柄 等

土 地

（土地の上に

存する権利を

含みます。）

田
自用地、貸付地、賃借権（耕作権）、永小作権の別

畑

宅地 自

に供される土地などの別

用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、居住建物（注）の敷地の用

山林
普通山林、保安林の別（これらの山林の地上権又は賃借権である

ときは、その旨）

その他の土地
原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の別（これらの土地の地上権、

賃借権、温泉権又は引湯権であるときは、その旨）

家 屋 家屋（構造及び用途）、構築物
家屋については自用家屋、貸家、居住建物（注）の別、構築物につ

いては駐車場、養魚池、広告塔などの別

事 業(農 業)

用財産

機械、器具

減価償却資産

機械、器具、農機具、自動車、船舶などについてはその名称と年式、

牛馬等についてはその用途と年齢、果樹についてはその樹種と樹齢、

営業権についてはその事業の種目と商号など

商品、製品、半製品、原材料、

農産物等

商品、製品、半製品、原材料、農産物等の別に、その合計額を「財

産の価額」欄に記入し、それらの明細は、適宜の用紙に記載して

添付してください。

売掛金

その他の財産 電話加入権、受取手形、その他その財産の名称

有 価 証 券

株式、

出資

上場株式等

その銘柄

取引相場

のない株

式、出資

配当還元

方式によ

ったもの

その他の

方式によ

ったもの

公債、社債

証券投資信託、貸付信託の受益

証券

現金、預貯金等
現金、普通預金、当座預金、定期預金、通常貯金、定額貯金、定

期積金、金銭信託などの別及び贈与の目的

家庭用財産 その名称と銘柄

その他の財産

（利益）

生命保険金等

立木 その樹種と樹齢（保安林であるときは、その旨）

その他

（参考

（注）「居住建物」とは、配偶者居住権の目的となっている建物をいいます。

）「取引相場のない株式、出資」の「細目」欄への記載については、例えば、「株式 配当還元方式」や「出資 そ

の他の方式」と記載していただいて差し支えありません。

取得した財産の種類、細目、利用区分・銘柄等の記載要領

1　事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、書画・骨

とうなどの別

2　自動車についてはその名称と年式、書画・骨とうなどについ

てはその名称と作者名など

3　著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合など贈与によ

って取得したものとみなされる財産（生命保険金等を除きます。）

については、その財産（利益）の内容

、農機具、その他の
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●添付書類もイメージデータで送信可能

※ 申告書や添付書類は書面により郵送等で提出することもできます。

贈与税の申告は
自宅から

※

戸籍謄本
・・・
・・・
・・・

✓
✓

申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で

e-Taxで

e-Taxでの提出方法
・マイナンバーカードを利用した送信方式です
・マイナンバーカード及びマイナンバーカード読取対応のス
マートフォンが必要です
ICカードリーダライタは不要です
ICカードリーダライタで読み取る方式も利用できます

マイナンバーカード方式
（2次元バーコード）

ID・パスワード方式 ・確定申告書等作成コーナーでのみ利用できる送信方式です
・税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知が必要です
発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人
確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください
ID・パスワード方式は暫定的な対応です。また、e-Tax受付システムの
メッセージボックスの閲覧にはマイナンバーカード等が必要です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

贈与税の申告書作成コーナーからe-Taxで申告書を送信後に戸籍の謄本などの添付書類も
イメージデータ（PDF形式）により送信することができます

コンビニのマルチコピー機などでイメージデータ化 自宅のPC等にイメージデータ
を取り込んで送信

入力のしかたなどを動画でご案内しています
ぜひご覧ください

申告書の提出はe-Tax（データ送信）が便利です


